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    ◎開議の宣告 

〇柳 勝次議長 皆さん、おはようございます。ただいま出席議員は 13名

であります。定足数に達しておりますので、平成 21年嵐山町議会第３回定

例会第 16日の会議を開きます。 

                             （午前１０時００分） 



 

    ◎諸般の報告 

〇柳 勝次議長 ここで報告をいたします。 

  まず、本日の議事日程はお手元に配付しておきましたので、ご了承願い

ます。 

  それでは、直ちに本日の会議を開きます。 

 

    ◎一般質問 

〇柳 勝次議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次質問を許可します。 

 

          ◇ 川 口 浩 史 議 員 

〇柳 勝次議長 本日最初の一般質問は、第９番議員、川口浩史議員。 

          〔９番 川口浩史議員一般質問席登壇〕 

〇９番（川口浩史議員） おはようございます。日本共産党の川口浩史です。

一般質問を行います。 

  まず初めに、政治倫理条例と住民投票条例の制定についてであります。

政治の信頼性は民主主義にあると言われております。嵐山町がさらに民主

主義制度を取り入れ、町民とともに歩む町を目指していくことは大事なこと

ではないかと考えるわけであります。そこで、この２点についてご質問をいた



します。 

  議会といたしましては、政治倫理条例は２年前に制定をしております。こ

の場合、議員の地位を利用しての利益誘導などあってはならず、またこうし

た利益誘導のないもとで、町議会に対する信頼にこたえるようにすべきと制

定をしたものであります。議会が制定してから２年をたちます。町もそろそろ

制定する時期ではないかと思います。いかがでしょうか。 

  また、住民投票条例については、大きな問題が発生したとき、最終決定

は住民にゆだねる。住民こそ、その決定権がある。ここにあります。ここにご

異論がなければ、制定をしていっていただきたいと思います。常設型の住民

投票条例を望みたいと思います。お伺いをいたします。 

  次に、子供医療費の窓口払いの廃止についてです。今年度から中学３

年まで通院についても無料になりました。この年代までに子供がいる親は、

大変喜んでいるものと推察をいたします。 

  さて、ここでは窓口払いの廃止について伺います。国の理解がなく、この

間来たために、費用負担が生じる点は何ともつらい面がありますが、既に町

長は廃止の方向性を示しております。そうしますと、これがいつになるのか

ということでお伺いをいたします。 

  最後に、父子家庭への支援制度についてです。母子、父子家庭という配

偶者のいないひとり親家庭がふえております。ひとり親になった原因や背景

はさまざまありますが、母子家庭はもちろん、父子家庭にも支援の必要性



が出てきました。 

  そこで、お伺いをいたします。①として、近隣の状況について伺います。 

  ②は、父子家庭が嵐山町でどのぐらいの世帯数いるのか、伺います。 

  そして、③として、支援の必要性についてお伺いをいたします。 

  以上、大きく３点についてご質問いたします。 

〇柳 勝次議長 それでは、順次答弁を求めます。 

  まず、小林こども課長。 

〇小林一好教育委員会こども課長 それでは、私のほうから２番、３番につ

きましてお答えをさせていただきます。 

  まず最初に、２番の子供医療費につきましてでございます。現在医療機

関の窓口におきまして、保護者から一部負担金を支払っていただきまして、

そしてそれをこども課のほうに申請をしていただくと、そして町のほうから受

給者に口座を通して振り込んでいくというような償還払い、こういったことを

実施をしているという状況でございます。この窓口払いを廃止をいたします

と、いわゆる保護者が、先ほど申し上げましたように、支給の申請書を役場

のほうに提出をするという必要がなくなってくるというようなメリットがあるわ

けでございますけれども、その反面、何点かのデメリットもあるわけでござい

まして、何点か申し上げてみたいというふうに思うのですけれども、まず１点

目が医療費自体が増加するであろうという見込みがあると。それから、２点

目が窓口払いを廃止しますと、これ社会保険支払基金だとか国保連合会の



ほうへレセプトの処理等をお願いしていかなくてはなりませんので、いわゆ

る事務手数料がかかってくると。３点目が、これは議員さんのほうのご質問

の中にもありましたですけれども、いわゆる国保会計のいわゆる特別会計

の補助金、これが減額されるだろうというふうな観点。そして、４点目が窓口

払い、これエリアと申しますか、そういったところを決めて、あるいは医療機

関との契約、こういったことがあるわけでございまして、ある一定の範囲内、

例えば比企管内だとすれば、それ以外のところは償還払い、これがまだ継

続するわけでございまして、そういったようなことがあるというふうなことでご

ざいます。そういったことを踏まえまして考えていきますと、町の財政的な観

点、あるいは国との関係、こういったことを考えますと、当分の間、償還払い

を継続して、医療費、この推移を見守っていきたいと、こども課のほうの考え

としては見守っていきたいというふうに考えておるところでございます。 

  続きまして、大きな３の父子家庭の支援制度というふうなことでございま

す。お尋ねのまず最初に近隣の状況でございます。比企郡市、８市町ある

わけでございますけれども、この中で小川町とときがわ町において制度化さ

れているというふうな、私どもの調べではそういったことでございます。両町

では、支給額、あるいは所得制限、こういったことにやや差異があるようでご

ざいますけれども、ほぼ同様の条例ということでございます。 

  そこで、本年４月から施行されましたときがわ町の制度につきまして、若

干説明をさせていただきたいというふうに思っております。まず、条例名でご



ざいますけれども、ときがわ町父子家庭支援手当支給に関する条例という

条例名でございます。続いて、受給の対象者でございますけれども、母が死

亡した児童、父母が婚姻を解消した児童、その他規則で定める児童と。そ

れから続いて、対象児童でございますけれども、義務教育の終了前というこ

とで、15歳までと、終了までということでございます。それから続いて、所得

制限でございますけれども、これ児童手当に準じるという所得制限がござい

ます。それから続いて、金額でございますけれども、児童１人当たり月額

5,000円ということでございます。そういったような近隣の状況ということで

ございます。 

  続きまして、②の町の人数でございます。この人数につきましては、今の

ところ、ちょっと父子家庭を検索するソフトというのでしょうか、そういったもの

がないというふうなことでございまして、全体の把握というのはちょっとでき

得ていないというのが実情でございます。そういった中で、私どもで所管して

おりますひとり親家庭の医療費制度、これ登録をしていただいている関係上、

この中で把握をした数字をちょっと申し上げますと、４世帯５人ということでご

ざいます。 

  それから、必要性の考えということでございます。父子家庭の児童生徒

の健全な育成、あるいは福祉増進、こういったものを考えていきますと、必

ずしも不要ではないかなというふうには考えるわけでございますけれども、

先ほど申し上げた２町以外の町では、いまだ制度化というのはされておりま



せん。これらの市町の動向を見てから考えていきたいというふうに考えてお

ります。 

  それから、先ほどちょっと１点、ときがわ町の説明の中でちょっと漏れまし

た。ときがわ町につきましては、本年の４月から施行になっているのですけ

れども、お聞きしましたら、現在のところ、受給者はお二人というふうなことだ

ということでございます。つけ加えさせていただきたいというふうに思います。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 最後に、岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 政治倫理条例、また住民投票条例についてお答えをさせ

ていただきます。 

  お話のように、町の議会では平成 19年６月、議会議員政治倫理条例と

いうのが制定をされまして、10月から施行されておるということでございま

す。そして、この条例につきましては、以前も議員さんから、ほかの議員さん

からですけれども、質問いただいておりまして、そのときには議会でまだ審

議の最中というようなこともございました。そういう状況で、議会の協議の結

果を十分参考にさせていただくと、それで町の対応を速やかに図っていきた

いというふうにお答えがしてございます。そういう中で、町でも検討をしてま

いりました。しかし、なかなかこの政治倫理条例というものが、埼玉県内で

自治体の状況の中で６団体だそうですが、進まない状況にあるわけです。

それらのことがどういう状況なのかわかりませんけれども、嵐山町では内部



検討をしたわけですが、してきているわけですけれども、議会の条例の内容、

これらの内容がここのところまで町の中で必要であろうかというようなことだ

とか、それから今話をさせていただいた６団体というようなところがどのよう

な状況なのかということも検討してまいりました。そういう中で、議員さんもご

承知かと思いますが、横瀬でできました。その中には、町長等の資産の公

開、町長、議員も含めて、資産の公開等も含まれた内容になっております。 

  それで、町では、ご承知のように町長の資産公開のこれはできているわ

けですけれども、そのほかのものができていない。それで、そういうようなも

のを一体としてやっていったらいいのか、町としては。それで、ほかのところ

の進まない状況というようなものをあれしても、やはりどこのところが範囲と

いうのが難しいというか、政治倫理ですから、政治の信頼性と議員さんおっ

しゃいましたけれども、まさにそこのところが原点でありまして、それにはど

こまで縛らないと、議員だとか町長だとかというのがやっていられないのか

とか、やれないのかとかいうことで、本当は何もなくやれるのが理想だと思う

のですけれども、どこまで縛るのか。余り縛るというのも、そこまで信用がな

いのかというようなことにもなるわけでありまして、そういうようなところも含

めまして、今町の中でも検討をしているところでございます。横瀬のところで

は新しくできたわけでございますので、改めてそういうものも参考にしながら、

町ではどうあるべきかということもこれから考えていきたいというふうに思っ

ています。 



  それから、住民投票条例でございます。住民投票条例は、私、町長にお

世話になったときに、町村合併の小川を含めた２回目の話が壊れたときだっ

たわけです。それで、それについて、これから町村合併等するときに、町長

どういう考えなのだということを多くの議員の皆様方から聞かれました。そし

て、そのときに答えてありますのが、最終的に町村合併の場合には、最終

的には町民の皆様のご意見をお伺いをして、参考にしながら判断をしていき

たいというふうに答えてあります。ということは、常設型ということではありま

せんけれども、そういう判断を究極の場合にはさせていただくということで答

えさせていただいているわけです。 

  議員さんの話は、常設型ということでございます。それで、常設型という

ことは、住民投票というのがどこまで地方自治の今の状況の中で議員さん

がいらっしゃったり、選挙を受けて出ている議員さんがいて、それで改めて

またそういう町民の皆様方の意見を聞いて、それでどちらがどうだとかいう

ようなことになるわけですけれども、それでこれも住民、そのころ、ちょっと前

ですけれども、原発の関係で巻町なんかが話題になっている時期ありまし

た。そういうときいろいろ言われた内容というのが、強制力というのはないわ

けです。それで、最終的にはだれかが、どこかで判断をするわけです。それ

で、住民投票をやって、それと反対の結論を出したというようなことになった

ときには、ではその住民投票自体何の意味があるのだというようなことにも

なるわけですし、簡単に住民投票というのはどうなのだろう。そうすると、議



会の皆様方のご意見はどうなのだろう。また、町長の考え方というのはどう

なのだろうというような、そのころからも当然、前から言われている問題です

けれども、そういうようなものを包含をしている内容でございます。ですので、

私はそのとき時点にもお話をしたことがあるかもしれませんが、究極の大き

な問題を抱えた場合には、町民の皆様のご意見をしっかりお聞きをして、町

政誤りなきにを判断をしていきたいという考え、基本的な考え方は変わって

おりませんが、常設までして、そういうものを待ち構えていると言うとおかし

いですが、そういうことが必要であろうかどうかというふうには考えておりま

して、余り必要ではないのではないか、基本的にそういう考え方を持ってい

れば、こういうものを常設する必要はないのではないかというふうに現在で

は考えております。 

  以上でございます。 

〇柳 勝次議長 川口浩史議員。 

〇９番（川口浩史議員） まず、政治倫理の関係からですが、倫理というの

を広辞苑で引いてみますと、人倫の道、人の倫理の倫、人倫の道と出てくる

のです。人倫とは何かというのを調べてみましたら、人として守るべき道とい

うこと、それが倫理、人として守るべき道、これが倫理という理解でいいのか

なと思いました。要は政治に携わる我々の場合、町民からどういう見方をさ

れているか、これ国なんか非常に典型的ですけれども、何かうまくやってい

るのではないかと、国会議員なんか、あるいは役職についている大臣なん



かがどうしてもそういう見られ方を、見方をしてしまいますよね。これは、そう

いう事件が多いですから、そういう見られ方しても仕方がない、我々もそうい

う見方、見られ方をしても仕方ないと思うのです。ある面、信頼がされている

面はあるとは思うのですが、そういう不信をどこかで持たれているというふう

に我々は考えないといけないのだというふうに思うのです。そこをきちんと正

していくものを自分の中にだけ持っていても、それはなかなか相手にはわか

らないですから、条例としたもので確立していくということが必要だというふう

に思うのです。 

  倫理条例というのは、法のように外面を縛るものではなくて、我々の内面

を縛るものだということで学者の方がおっしゃっているのですけれども、やは

り我々弱いですから、目の前にお金があったら、やっぱり、ああっと思わな

いほうが不思議だと思うのです。そういうときの最後の歯どめ、それを何に

もない今の時期だからこそ、つくることができるというふうに思うのです。 

  実際は多くのところでつくってきているのですけれども、伊東だとか、別

府だとか、先ほどおっしゃった巻町だとか、御嵩町だとか、徳島市だとか、名

護、神戸、そのほか 14 ぐらいあったかな。これは、98年のものなのですけ

れども、その時点で14ぐらいあったと思うのですけれども、何かあってつくっ

ているのですけれども、何かあってつくるというのは、やっぱりもうそれだけ

傷を負っているわけですので、何もない時点で、何もないようにするのが

我々のまた役目だというふうにも思うのです。わかりづらいですか。わかり



づらいですかね。おわかりいただけないみたいですね。要はこの政治倫理

は、お金によって我々は動かされるなというのが基本です。そういうものをき

ちんと持っていて、何も事件が起こらないようにしていくのが我々の務めだと

いうふうに思うのです。起きてやったら、そこに被害が出ますので、そういう

ことで未然に防ぐということで、ちょっともう一度伺いたいと思います。 

  それから、住民投票条例なのですが、これは小金井市で住民投票条例

をつくっております。小金井市だけではないです。ちょっと小金井市の場合、

13％の有権者から要請があれば、住民投票条例を実施するというものにな

っているというのです。高浜市、ここはちょっと場所はわからないのですが、

高浜市は有権者の３分の１、埼玉県富士見市は５分の１、千葉県我孫子市

は８分の１、それぞればらばらですけれども、ある程度の有権者からの要望

があれば、住民投票条例を実施していくということであるというのです。 

  問題は、何かあった場合、実施しているところもあります。でも、圧倒的

には否決をされているのです。議会の反対に遭って、幻に終わった住民投

票が全国では相次いでいるというふうに書いてあるのですけれども、実態と

しては、住民投票を求めたのですけれども、それが成立しなかったと。やっ

ぱりもう事が起きては、反対派、賛成派もうぶつかり合いますから、なかな

かそこで成立させるというのはやっぱり難しい状況があるのだと思うのです。

ですので、何もないところで、今の時期、何もない今の時期にそういうものを

つくっておいて、何かあった場合には住民に判断を求めるということが私は



必要ではないかなというふうに思うのです。 

  どういう場合に起きているかというと、福岡市では病院の移転の問題、茨

城ではマンション建設について、秋田県ではスーパーの出店について、こう

いうことで住民投票が行われているということであります。スーパーの出店

なんて、その地域に住む人には大きな問題でしょうけれども、全住民にかか

わる問題かなとは、ちょっとそこでは私も首をひねるのですけれども、でもそ

ういうものでも住民投票を実施しているということで、もっと我々は小さい問

題についても住民に根本的には聞くということが大事かなと、ここでは、これ

を読んでいて、私は思いました。もう一度伺いたいと思います。 

  それから、子供医療費についてなのですが、当分の間やらないのだとい

うことでお話があったわけですけれども、ちょっと残念です。 

  ちょっと伺いたいのは、医療費が伸びるというのは、これは、ただだから、

お金を持っていかないから、どんどんかかる人がふえると、こういうことで医

療費が伸びるというふうに読んでいるのでしょうか。そういうことが本当に言

えるのか。病気にかかっていない人が、よく病院の待合室を病気でもない人

がいっぱいいるなんていう話をする人がいるのですけれども、本当にそうい

う病気でもない人が待合室にいるのかなと私なんか思うのです。おふくろな

どをよく連れていったときにも、やっぱりどこか悪そうでありますので、そうい

うのはきちんと検証された結果、医療費が伸びているのか、検証不能の段

階でこういうことをおっしゃっているのか、ちょっと伺いたいと思います。 



  それで、私も窓口払いの廃止の関係では、負担金、補助金の削減という

ことで、これ町にとっては痛いなというふうに思います。本当にそういう面で

は、国はこの辺改善してもらいたいなと、今度の新しい鳩山内閣ではこの辺

もきちんと見ていっていただければなというふうに思います。だけれども、国

の状況を待ってからとか、そういう状況も見ながらの答弁なのでしょうけれど

も、少しでも子育てしやすい町をつくっていくのだということを考えていくなら

ば、やっぱりこれも進めていっていただきたいというふうに思うのです。それ

で、ちょっと答弁いただきたいのですけれども、それでちょっと比企医師会の

関係がちょっと答弁の中にあったのかどうか、わからないのですが、これは

合意はとれたという理解でよろしいのか、あわせて伺いたいと思います。 

  それから、父子家庭なのですけれども、児童手当は今出ていますけれど

も、年収おおむね365万円未満の人が母子家庭に出されているわけですよ

ね。それで、この児童扶養手当を制定した理由は、父と生計を同じくしてい

ない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するためと

いうことで、母子家庭にだけ支給されるわけです。同じひとり親家庭でも、父

子家庭には、どんなに収入が少なくても、これは支給されないという制度に

なっているわけです。嵐山町では４世帯５人ということで、少ないなと、少なく

てよかったなというふうに思うのですけれども、問題は、今の時期、いわゆる

ワーキングプアと呼ばれている年収 200万円以下の人がもう 1,000万人

を超えている状況です。そういう時代でなければ、まだ何とか男のほうが収



入は多いですから、普通は多いですから、まだこの問題は大きな問題には

なっていなかったのですが、これは国会でも取り上げてきている問題なので

すけれども、やはりその辺の所得制限は仕方ないにしても、つけるのは仕

方ないにしても、幾らお金が少なくても出ないというのは、これはやっぱり不

合理ですよね。 

  それで、嵐山町のこれ第４次総合振興計画、ここに父子家庭に対しては

ということで、次のように書いてあるのです。制度と実態の両面において、ま

だ援助方策が確立されておらず、育児をしながらの就労等厳しい環境に置

かれている場合がありますということで、ある程度実態を知っていると、知っ

ているから、こういう状況を書いているわけでしょう。それで、町内の父子家

庭の実態について把握を進め、適正な援助方策を検討しますということで、

これはほぼ 10年前にできたものです。町も、こういう父子家庭に援助が行

っていないなというのは理解をしているわけですから、やっぱり今のこの時

代、収入が少なくなっている人がたくさん出てきている実態に即した援助の

方策というものを考えていただきたいというふうに思うのです。課長さんと同

じ意見になってしまうかな。でも、もう一度伺いたいと思います。 

〇柳 勝次議長 それでは、順次答弁を求めます。 

  小林こども課長。 

〇小林一好教育委員会こども課長 それでは、何点かにわたりましてお答

えをさせていただきます。 



  医療費伸びるというふうなことで申し上げたわけでございます。これが議

員さんのほうから検証した結果かというふうなことでございますけれども、具

体的な数値というふうなものではないわけでございますけれども、実際にや

っている市町村等にお聞きしますと、この辺がやはり伸びてきているという

ふうなことで、抽象的ではございますけれども、そういった意味合いでの見

込みということでご理解をいただきたいというふうに思っております。 

  それから、比企医師会との関係でございますけれども、これにつきまして

は、今のところちょっと合意がとれているかどうかというのは、ちょっと私の

ほうで今つかんでおりませんので、申しわけございません。 

  それから、父子家庭の支援制度の関係でございます。いろいろとお話が

あったわけでございますけれども、そして総振の話もありましたですけれど

も、子供支援の関係からいきますと、今ご質問いただいております子供医療

費をはじめといたしまして、児童手当、それからこれもお話がありました。母

子家庭ではございますけれども、児童扶養手当、あるいは特別扶養児童手

当、そういったもの、それからひとり親家庭の医療費の助成制度、あるいは

これは県の制度でございますけれども、ひとり親家庭の入学の準備金制度、

こういった支援制度があるわけでございまして、現在の現状のところではそ

ういった既存の制度、これに従って支援をしてまいりたいというふうに考えて

おるところでございます。 

  以上です。 



〇柳 勝次議長 最後に、岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 政治の倫理条例と住民投票条例についてですけれども、

お話をしたとおりの考えでございます。 

  それで、議員さんからもちょっとお話ありましたけれども、金にまつわるこ

とが圧倒的に多いわけですよね。それで、利益誘導、金をもらったとか、や

ったとかいうようなことになるわけでありまして、それで横瀬の政治倫理条例

の中にも、町長だけでなくて、議員の資産公開というのも入れてあるわけで

すけれども、そういうようなことを町でもやっていったらいいのかというような

ことがあるわけですけれども、もう既に町長だけの資産のあれはできている

わけでありまして、そういう状況の中で、今すぐすぐどうなのかというふうに

思っております。 

  それで、今説明をしていただきましたけれども、人の道、人としての恥ず

かしくない道、これをどこまで縛るのかと、先ほど申しましたけれども、そこ

のところの境目であるわけです。ですから、町長は入れたらいいのではない

かとか、資産公開を、議員さんはまだいいのではないだろうかとか、あるい

はそういういろんなものの境目があるわけでありまして、利益誘導、また権

利の濫用、そういうようなことが行わないのが当然であるわけでありまして、

町においては、一応町長のほうにはそういうものができているわけでありま

すので、現状をもうちょっと推移を見ていきたいというふうに思います。 

  あちこちのところで、大変恥ずかしい、人の道を外れたことというのが起



きているのは、本当に今承知をしております。それも人として、今おっしゃる

人の道として、それを踏み外してしまうもの、それから千葉なんかは全くそう

いうようなことも含んでいると思うのですが、一部にはシステムというか、単

年度主義というのか、きのうもちょっとご指摘をいただきましたけれども、予

算の執行、執行率が何％ということになりますと、そこのところをどうにかし

なければいけないのかとかいうようなこと、私は今は計画をした予算の範囲

内で、それで努力をして残が出たということは、褒めてやるべきであって、残

が出たことを、執行率が低かったというのを町の中では、庁舎の中では責め

たりはしないことでやってきているわけですけれども、ただ場合によっては、

決められたものが使い切れていない、仕事が終わっていないのではないか、

やり切れていないのではないか、計画したものがちょっと甘いのではないか、

いろんなことがあって、批判はされるべきところもあるかと思いますが、そう

いうようなことを広く含めまして、人の道を外れないようにしなければいけな

いのが基本でありますが、嵐山町では当面様子を見ていきたいというふうに

思っております。 

  それから、常設型の住民投票条例、先ほど申しましたけれども、これも

今お話を聞きますと、13％で有権者の請求があると小金井市ではやってい

るとか、そのほかの例ですと、もっと低いパーセントでやっているとかいう話

があるわけです。それで、議員さんもちょっと懸念を持っているような感じも

するわけですけれども、そういうものにすべてゆだねてといいますか、そうい



うものを、住民の意見というのは聞かなければいけないという基本はありま

すけれども、それがどれだけの住民の皆様に聞いて、それで進むべき道を

決めていくのかということをゆだねるというのですか、そういうことでいいの

かなというふうに私は思っています。ですので、先ほども基本を言いました

けれども、もう本当に根幹部分が揺すられるような、揺るぐような、そういう

町にあって大変な問題というようなときには、当然町民の皆様の判断を仰い

で、そしてそれらを参考にして、議会の皆様のご意見を参考にして、町を挙

げた意見を集約をして、それで進むべき道を決めていくというふうに考えて

おりますので、住民の意見を聞かないということで、やらないということでは

なくて、安易に使うべきではないのではないかというふうなことも含めて、こ

ちらも当面は様子を見ていきたいなというふうに考えております。 

〇柳 勝次議長 先ほどの小林こども課長の答弁に対して追加答弁があり

ますので、お願いいたします。 

  小林こども課長。 

〇小林一好教育委員会こども課長 すみません。比企医師会との合意とい

うことですけれども、嵐山町ではまだ行っていないということでございます。

開始の時期、こういったものが決まれば、事前に医師会、それから薬剤師

会、こういったところとの事前打ち合わせ等が必要になるというふうなことで

ございます。 

  以上です。 



〇柳 勝次議長 川口浩史議員。 

〇９番（川口浩史議員） ぜひ検討していっていただきたいと思うのです。町

長が多分懸念されていたのは、間接民主制が主のこの日本で、こういう直

接民主制がなじむのかというようなこと、これ結構住民投票条例をやるとき

には、この問題いつも出てくるのですけれども、批判をする側は、例えば巻

町で原発の問題が起きたときに、どこの人が批判するかというと、都市部の

人が批判をするのです。自分とかかわりない人が。かかわっている人は、自

分の身のことがありますから、こういうことで真剣にこの問題をどうするか考

えるのですけれども、要は原発の問題は、これ必要なのだと、どこかへつく

らなくてはならないのだという議論で批判をするわけなのです。ごみ、産廃

処理場も同じような理由で、自分とは関係のない、自分はそこの場にかか

わりのない人が批判をしていると。要は何がここで一番そういうのを問題な

のかというと、最大のそこにエゴイズムがあるのだということで、あるのだと

いうことを言って、やっぱり直接住民の意見を聞くのが基本でないと、そこに

住んでいる人の意見を聞かないと、問題の、つくるつくらないは別にして、解

決にはなっていかないのだということを言っているのです。ちょっと説明が不

十分かと思うのですが、ちょっとご理解いただいて、この問題もぜひ検討し

ていっていただきたいというふうに思います。 

  子供医療費と父子家庭の関係なのですが、これちょっと町長のほうに伺

いたいと思いますが、子供医療費についてはもうやらないのですから、ただ



町長の方向性はそのまま維持しているということで、これは理解してよろし

いのか。そこももう変えますよということなのか、子供医療費の窓口払い廃

止を町長は表明したわけですけれども、その点について今のお考えを伺い

たいと思います。 

  それから、父子家庭でありますが、先ほどもお話ししたように、母子家庭

には手当が出ているのです。父子家庭は、幾ら給料が少なくても、所得が

少なくても、出ていないのです。これは、私は不合理だと思うのです。そのお

金が酒に化けるとか、何かほかに使われるとかとあるのだったら問題です

が、子供を育てるために手当を出すお金ですから、子供を育てるのに大変

な苦労があるわけです。だから、そこの苦労にわずかでも報いていって、報

いるというのがやっぱり行政の役割ではないかなと思うのです。そういうこと

で、今の不合理をこの町は少し正していこうということが私は必要だというふ

うに思うのですけれども、その点について伺いたいと思います。 

〇柳 勝次議長 父子家庭については町長に質問ですか。 

〇９番（川口浩史議員） ええ、町長に。 

〇柳 勝次議長 それでは、答弁を求めます。 

  岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 子供医療についてもお尋ねだったかと思うのですが、課長

のほうから答弁をさせていただいた内容で町のほうは進んでいきたいという

ふうに思っております。 



  それで、一番に医療費の増加という話、答弁をさせていただいたわけで

す。これは、前どなたか議員さんが質問のときに、もう何回もこれ出ている

わけですので、答えをさせていただいているわけですけれども、ちょっと古い

資料ですけれども、窓口払いに変えたところがあるわけです。それで、そこ

の町の場合には、もうだまって 1.3倍とか 1.4倍、ふえているのです。それ

で、嵐山町で予算を組もうとするときには 1.5倍ぐらい見ないといけないの

ではないかというふうにお答えをさせていただいているわけです。 

  それで、これは、必要な医療費というのは、かかっていただいて、それで

今度も枠を広げて対応を図ってきているわけです。ですので、こういうふうに

窓口払いでかかる費用、この部分というのは何かほかに使ったらいいので

はないかという基本的な考え方を持っています。ですので、ちょっと不便かも

しれないけれども、毎月かかるにしても１回だけですから、あとはもう流れて

いくわけですので、ですのでそういう形で余りが出た場合、余りというか、そ

の部分については何かほかに、今の時代ですから、必要なものがいっぱい

あるわけですので、そういうところに充てていくような形をとっていきたいなと

いうふうに思っています。 

  それで、このときにあれなのが、窓口払い廃止に伴って、医療費の値上

げというのは、5,100万医療費がかかっている部分が1,700万ぐらいふえ

るのではないかという、それから事務費がまたそのほかにという話がありま

したけれども、そういうものもふえていくということですので、これらを考えて、



ほかのところにこういう部分を何かあれしたらいいのではないかなという基

本的な考え方を持っておりまして、これは約束をしていることですから、いつ

かはやらなければいけないわけです。ですので、やらないということではなく

て、すぐはやらないで、ほかのところにという考え方をとっていきたいと思う

のですが、やらないのではなくて、約束していることですから、議員さんおっ

しゃるとおりでございます。 

  そして、父子家庭も同じなのです。父子家庭で今国でも問題になってい

ます。セーフティーネットの部分について一番問題になっているわけです。セ

ーフティーネットの部分で、父子の部分、母子の部分も欠けてしまった。それ

で、それと同じように父子の部分もあれだ。しかし、今度の政権には、そこの

ところをすぐにでも入れておこう、暮れになるのだから、すぐ入れていこうと

いうような話も出ているわけでして、当然そういうことになってきますと、父子

も考えていくのではないかなというふうに思っているわけでありまして、こち

らのほうもそういうような流れが急な部分もありますので、もう少し様子を見

ていきたいと思います。ですから、これはセーフティーネットというのが別に

あるわけで、その上の部分というかに当たるわけですので、その一番ベース

の部分を含めて、そして子ども手当とか言われているわけですので、そうい

うものも全体を見ながら、嵐山町ではちょっとそれだけではというようなこと

が今後ありましたら、いろんな形を総体的に勘案をいたして、対応をとって



いかなければいけないというふうに思っております。 

〇柳 勝次議長 どうもご苦労さまでした。 

 

          ◇ 松 本 美 子 議 員 

〇柳 勝次議長 続いて、本日２番目の一般質問は、第 12番議員、松本美

子議員。 

          〔12番 松本美子議員一般質問席登壇〕 

〇12番（松本美子議員） 12番議員、松本美子。議長のご指名がございま

したので、通告書に従いまして質問をさせていただきます。 

  まず、１点目ですけれども、まちづくり交付金について質問をさせていた

だきます。現在まちづくり交付金事業につきましては実施中でございますけ

れども、これは 19年度より始まった事業というふうに考えておりますが、ま

ずは菅谷地区を中心ということで行われ、20年度からは七郷地区の北部と

いうことで、この交付金を活用いたしまして、町が安全で安心というような目

標に立ち、また活気に満ちた嵐山町を目指すということで、都市再生整備計

画を策定して、事業が着手されているわけですので、質問をさせていただき

ます。 

  まず、20年度の整備がありましたけれども、それはもちろん再生計画の

実施に基づいての実施というふうには考えておりますけれども、まず道路の

整備に関するもの、あるいは歩道に関するもの、あるいは生活道に関する



もの、また平沢の東原でしょうか、土地区画整理事業にもかなり投入をいた

しておりますので、分けて、すみませんが、答弁していただきたいと思って、

質問をさせていただいております。 

  それと同時に、20年度につきましては、計画どおり行われることがもちろ

んできているとは思いますが、これを 21年度へと移行したものが計画の中

であったのかということもお尋ねをさせていただきます。 

  続いて、②番になりますけれども、同じまちづくり交付金の関係ですが、

この計画も、21年度は今年度ですけれども、都市再生整備計画がもちろん

できておりますから、それについては順調に事業等が着手できているという

ふうに思いますけれども、特にこれは計画ですけれども、21年、今年度から

22年度に着手するというようなものも入っておりますので、何点か、ここに

掲げてありますが、質問をさせていただきたいと思っています。 

  まずは、広野２区の親水公園の関係、また仮称ですけれども、ふれあい

交流センターの関係は、委託料のところまでは、設計ですけれども、出して

あるということですが、もう一度、すみません。お尋ねをさせていただきます。 

  それと、こういうことにつきましては、恐らく地元がございますので、特に

広野の親水公園につきましては地元の関係の皆様方とお考えを聞きながら、

21年度、どこまで今年度進んでいるのか、お尋ねをさせていただきます。 

  それに、信号機の関係になりますけれども、これも 254バイパスの関係

というふうに考えておりますが、平沢あるいは志賀への４車線が伴ってから



のことだと思いますが、どのくらいまで進捗をしているのか、お尋ねをいたし

ます。 

  それに、今の 21年度の関係なのですけれども、数多くまちづくり交付金

の活用ということで、順次計画に基づいて、中央地区ですか、菅谷、あるい

は北部と南部というふうに分かれて工事期間が定められてはおりますけれ

ども、特に主なものを何点かお聞きいたしますけれども、２―21号線というも

のが、改良工事と思いますけれども、20年度から 22年度にかけて、Ａ工区、

Ｂ工区ということで歩道の関係に入ってくると思いますが、実施計画ができ

ておりますけれども、これはどのくらいまで進んでいるのかということをお尋

ねさせていただきます。 

  それに、菅谷にも３号線というようなものもありますけれども、この辺の、

これもやはり去年度からですから、進捗が多少は進んでいると思いますの

で、お尋ねします。 

  それに、１―10号線の交差点の改良でしょうか、これもやはり来年度まで

ということでやっておりますので、もちろん進捗で結構ですから、お尋ねをい

たします。 

  もう一点ですが、菅谷の３号線ということになりますけれども、これはどこ

まで入っているのか、23年度までというようなことでしたので、質問が少し早

いようでしたらば、ご答弁はそのようにいただければ結構です。 

  もう一点、駅前なのですけれども、これは地主さんのほうからもある程度



進んできたというようにも伺ってはおりますけれども、現時点ではどんなふう

になっているのか、深嵐の関係ですけれども、お尋ねをさせていただきます。 

  続きまして、北部ということにも分けさせてもらいますけれども、これも 20

年から 21年の関係も特にお尋ねをしますけれども、広野にも 94号、295

号線というような、実施なさるという計画が出ておりましたけれども、今年度

でこれはもちろんする、もう一点、古里の７号線の関係もありますけれども、

実施が行われて、済んでいるのかということをお尋ねさせていただきます。 

  それに、これは大切な場所かなと思ってはいますけれども、１―３号線の

通学路の関係で歩道ということが出てきておりますが、来年度までにはしっ

かりと実施ができるのか、お尋ねをします。 

  やはり景気が低迷して、税収等が上がっておりませんので、なかなか補

助金だけでは 100パーではありませんから、難しい部分ができてくるところ

があるのかなというところへ立って質問をさせていただいておりますので、よ

ろしくお願いします。 

  それに、もう２点ばかりなのですが、あとは越畑の 158号線は今年度と

いうことですね。それに、吉田の300号線というものもございます。これは来

年度までということですから、それぞれの進捗状況と現時点、あるいは問題

点、あるいは変更、いろんな考え方が出てきますけれども、都市再生整備

計画にしっかりとのっとったものについて事業展開が行われているかという

ことをお尋ねさせていただきます。 



  それと、③になりますけれども、町の単独の建設ということになりますと、

現時点では非常に難しく、これはないのかなというふうにも感じはいたしま

すけれども、ある面では補修というようなことぐらいの事業は行われたという

ふうにも思っていますし、またこれはどんなふうな今後の考え方はあるのか、

お尋ねをいたします。財源がなければできないということは、ある程度はわ

かっているつもりですが、お願いいたします。 

  それと、大きな２番になりますけれども、行財政の改革についてお尋ねを

させていただきます。まず、社会情勢がこういうふうなひどい低迷して大変だ

というような時期は、アメリカの大手リーマン・ブラザーズの破綻を生む前か

ら、その前からは多少ありましたけれども、これがきっかけになって、世界経

済は大きく落ち込んだのかなということ、それがもとで雇用の減少とか社会

保障とか、いろんな分野で、企業はもちろんですけれども、業績の悪化が激

しくなって、減収、もちろん減収とか、そうなりますとなくなってきますので、ま

すます厳しい状況が現時点でできているというふうに思っていますが、かと

いいまして、そうそうそんなに改革、改革と言いましても、限度というものもあ

るという観点から、原点に立ちましてお尋ねをさせていただきます。 

  まず、１番ですが…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇12番（松本美子議員） 聞こえていませんか。それでは、ゆっくりというよ

うな声が出ましたので、私も結構大きな声でしゃべっているつもりだったので



すけれども、大変失礼しましたけれども、１番はそういうことで…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇12番（松本美子議員） それでは、すみません。 

  １番につきましてはただいま申し上げましたので、10分なりますから、少

し聞こえが悪かったということですが、ご容赦していただきたいと思って、２

番から、では行政改革についてを前段で申し上げましたので、①番の質問

状の中からお願いをいたしたいと思いますけれども、よろしくお願いいたしま

す。 

  職員の定員は、適正化というものがありますから、これに基づきまして行

われているというふうに考えておりますが、やはりこの問題につきましても、

決算のときでも説明等がありましたので、おおむね承知はいたしております。

そういう中で質問させていただくのですけれども、なかなか人数等が減り、

あるいは給与等が減り、いろんな分野で減額、削減という形ができていきま

すと、やはり仕事の量の関係はどうしても各職員さん、あるいは臨時の職員

さんももちろん当たり前ですけれども、重圧がある面ではかかってくるという

ふうなことが考えられますけれども、そういったことを踏まえた上で、現時点

での減額、適正化は、正当という形はちょっと言葉がどうかわかりませんけ

れども、どのように考えているか、お尋ねします。よいとして改革を行ってい

るというふうには町長さん思っておりますが、お願いいたします。 

  ②ですけれども、20年度の事業改革の課題なのですけれども、さまざま



な課題が残ったかなというふうにも思い、また改革もせざるを得ないというふ

うにも感じてはおります。その中で、事業の関係ですけれども、先延ばしにし

た事業等があったのかということと、あるいは再検討をなさりまして、その再

検討したときの内容でしょうか、そういったものについての事業はどういうふ

うに行ってきたのか。そういうことを行うことによりまして、町民へのサービス

が削減になってくるというか、町民サービスが停滞するといいましょうか、そ

ういうことは考えられなかったのか、お尋ねをいたします。また、そういった

先延ばしをしたり、あるいは再検討したりした事業のものがあり、21年度に

はそれが反映ができて、実施を現時点でなさっているのか、お尋ねします。 

  ③なのですけれども、人件費のもちろんこれは削減はそれぞれが大変な

思いをし、またあるいは生活にも大きくかかわってくるというふうに考えてお

ります。ですけれども、大変な世の中というか、税収が上がらない、交付金

等も来ないという中では、いたし方ないものだというふうに理解をいたしてお

りますけれども、そういった削減の金額等が出てくるわけですけれども、そ

れを町民への福祉であろうが、町の事業の中でどの程度生かせたかという

ふうなところが聞きたいのですけれども、質問をさせていただきますので、お

願いします。 

  なかなかお金ですから、削減ができたから、これはこっち、これはこっち

というわけには町の中もいかないかなと思いますけれども、この辺は特に私

も関心がございますので、町が、町民も、議員、あるいは職員さん、町長さ



ん、三役さんはもちろんですけれども、先頭切って人件費の削減が行われ

ているということは町民も十二分に承知していますので、その金額がどうい

ったようなところに使われているのでしょうかねというようなお話も多少伺っ

ておりますので、なかなか区分けするということは大変かもわかりませんが、

お尋ねをいたしておきますので、よろしくお願いいたします。 

  それと、④なのですけれども、こども課と企業支援課というものが設置が

できたわけですけれども、こども課につきましては就学前とか、あるいは就

学後ということで、健康福祉課あるいは学務課がこれは一緒になられたとい

うことで、縦割りの関係が一本化されたということで、非常に大変な分野もあ

るかなと思いますけれども、町民にとりましては非常に喜ばしいことだったと

いうふうにも考えております。そういったところで、業務のもちろん効率化を

図っての一本化ですから、支援体制も、町民のサービスの向上ももちろんあ

ると思いますけれども、半年ちょうどたってきているわけですけれども、どう

いう点が、ある面では非常に業務がやりやすいというか、あるいはそれが業

務がやりやすければ、町民もやはり助かっているという部分になってくると

思いますので、お尋ねをさせていただきたいと思います。 

  それと、企業支援課の関係なのですけれども、これも同じく設置ができた

わけですが、半年ということなので、まだまだ先がどの辺まで見通しができ

ているのか、まだ私にはわかりませんが、もちろん企業の誘致ができてきて、

そこで働く方たちが多くふえれば、もちろん町も法人税、あるいは所得税、



住民税とか、そういったものがプラスアルファになってくるので、期待してい

ますけれども、何か進んだ部分が少しでも見えているようでしたら、お尋ね

をさせていただきます。 

  それと、⑤になってきますけれども、これはきのうも議員さんのほうでお

尋ねがありましたけれども、私、前回もこういうことを聞いていると思ってい

ますが、町民税と税務課の隔週が毎週の土曜開庁と、午前中になられたと

いうことで、非常に町民も、利用者、あるいは納付率でしょうか、そういうよう

なものがプラスになられて、実績等が上がったというような報告が、各税務

課あるいは町民課のほうからも利用人数や何かのもいただきましたので、こ

の辺のところはわかりましたけれども、私の場合には、そういうことをなさる

ことは町民のサービスということで非常によいことだというふうには思います

が、その反面、職員には負担等がかかってきて、お休みもとって、代休とい

うような形で対応しているかなと思いますが、そのことをやることによって、

職員さんの負担はどういうものが考えられるのか。もちろん健康的なものも

考えられるでしょうし、それにきのうの答弁の中で、郵送の関係が行われて

おり、それをいただきに行くなり、郵送するなりということも、これはもちろん

土曜開庁が隔週から毎週ということになりますと、それだけは職員さんには

負担になっているというところの観点から伺いますけれども、それは郵送の

件ですけれども、どの程度ぐらいのそういった郵送で請求というのでしょうか、

そういうものが来ているのか、お尋ねをさせていただきます。 



  それと、⑥になりますけれども、町民税と法人税で大幅なる減額があると

いうことは、予算のときなんかでも承知はいたしておりますけれども、これは

今後もこの社会情勢ですと、ある面では厳しい状況が続くというふうなお考

えがもちろんあると思いますけれども、減収になった、なったというだけでじ

っとしているわけにはいかないのだと思っておりますので、何かお考え等が

町のほうにありましたら、お尋ねをさせていただきます。 

  ⑦になりますけれども、民主党政権というふうに国も挙げて大きな変化

があらわれてきたわけですけれども、こうなりますと、まだ発足したばかりで

すから、きのうの答弁等も町長さんありましたけれども、どんなものが出てく

るのかということはもちろん承知して、わからない部分も非常にあるというこ

とはわかっておりますが、まずは自主財源をどんなふうに確保していったら

いいのかというふうな考え方があると思っています。それを確保しないと、や

はりますます改革も必要になりますしということと、また反面、町民への負担

というものもかかってくるのかなというふうにも思いますので、ここのところは

こういう策が、考えているようなものがもしありましたら、現時点の感覚でも、

あるいは民主党政権になってからでは、まだ発足したばかりですから、はっ

きりした答弁がいただけないかもわかりませんが、こんなふうに確保して今

までも来たというようなことでも結構ですので、お聞きをいたします。 

  続きまして、３番ということになりますけれども、里地里山の関係なので

すけれども、よろしくお願いします。まず、これは自然の環境が保全されたり、



整備されたり、そこのところを活用したりということで、非常に重要だというふ

うには認識をいたしております。これは、19年度に多分条例ができたという

ふうなことだと思っておりますけれども、まず公有地化した千手堂の小千代

山の関係なのですが、これは貴重な町の里地里山としての保全が現在され

ておりますけれども、そういったことを踏まえてお尋ねをさせていただきます

が、現在の保全の計画と整備状況なのですけれども、シルバーさん、あるい

は営農さんとか、いろんなところ、あるいはボランティアさんとかという形で

整備等はなされていると思いますが、今後もそういった形を整えていかれる

のか、それと現在の整備状況はどうなのか、お尋ねいたします。 

  ②になりますけれども、やはり保全整備だけでは、せっかくの里地里山

ですから、まして町のものですので、それの活用が何かあったほうがよろし

いと思いますので、まずはそういった活用の進め方をお尋ねをさせていただ

きます。 

  それと同時に、里地里山づくりには、寄附の募集規則というものも制定

がされたと思っておりますので、これは寄附による参加の活動というふうに

考えるというものなのでしょうけれども、現状につきましてはどの程度の寄附

参加の方がいらっしゃるのか、お尋ねをさせていただきます。 

  それと、④になりますけれども、金皿山の公有地化が計画どおりまち交

のほうには 22年度と考えているというふうに入っていると思いますので、こ

れもその方向でしっかりと取り組んでいるとなれば、21年度の現時点でも半



年たっていますので、多少の進捗があるかなと思って、お尋ねをさせていた

だきます。 

  最後になりますけれども、今後の方向ですが、里地里山づくりの方向性

と考え方についてお尋ねをさせていただきます。 

  以上、大きく分けて３点ですけれども、よろしくご答弁をお願いをいたしま

す。 

〇柳 勝次議長 一般質問の途中ですが、この際、暫時休憩いたします。お

おむね 10分間。 

          休  憩 午前１１時１４分 

 

          再  開 午前１１時２７分 

〇柳 勝次議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続行いたします。 

  既に松本議員の質問が終わっていますので、順次答弁を求めます。 

  まず、井上政策経営課長。 

〇井上裕美政策経営課長 それでは、私からはナンバー１のまちづくり交付

金の①、平成 20年度の整備状況につきましてお答えいたします。 

  初めに、嵐山中央地区の道路でございますが、町道２―21号線Ａ工区、

町道１―15号線交差点改良、東原区４―５号線、川島 49号線、町道１―14

号線、菅谷東西線の６路線の改良工事でありまして、実施額は１億 5,762



万 6,098円でございました。このうち、東原区４―５号線、川島 49号線につ

きましては完了をしております。次に、東原第２公園の整備につきましては

541万 6,850円で、完了いたしました。地域生活基盤施設として実施をい

たしました停車場線ポケットパークも979万3,350円で完了でございます。

平沢土地区画整理事業へは１億 9,428万 9,000円を支出しているところ

でございます。平成 20年度の中央地区の事業実施額の合計でございます

が、３億 6,712万 5,298円でありまして、事業の進捗率は 28.7％でござ

います。 

  次に、嵐山北部地区の道路でございますが、町道広野94・295号線、町

道２―７号線、町道古里７号線の３路線の改良工事でございまして、実施額

は 2,872万 957円でございました。このうち、町道２―７号線につきまして

は完了でございます。また、地域創造支援事業といたしまして実施をした給

食調理場につきましては１億 329万 9,000円の支出でございました。平成

20年度の北部地区の事業実施額の合計でございますが、１億 3,201万

9,957円でありまして、事業の進捗率は 10.4％でございます。平成 21年

度への繰越明許費といたしまして繰り越しました事業でございますけれども、

町道菅谷３号線整備工事、これは 701万 4,000円、町道広野 94・295号

線整備工事 207万 6,000円、町道１―14号線整備工事 2,546万円の３

路線及び平沢土地区画整理事業補助金といたしまして8,071万1,000円

を繰り越しております。 



  以上です。 

〇柳 勝次議長 次に、水島産業振興課長。 

〇水島晴夫産業振興課長 まちづくり交付金事業の②について、広野２区

の親水公園について進捗のお答えをさせていただきます。 

  まず、広野２区の親水公園につきましては、今年度委託設計を予定して、

来年度事業を予定をしております。現在の状況ですけれども、委託設計の

作業の準備中で、委託の内容としては、測量業務で沼の外周の路線的な測

量、それから調査業務として地質調査、ボーリング調査等予定をしておりま

す。それから、詳細の実施設計等を今年度予定をしております。それにあわ

せまして、地元等の説明会、協議をしながら計画を練り上げていく考えでお

ります。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 続いて、大塚生涯学習課長。 

〇大塚 晃教育委員会生涯学習課長 私からもナンバー１、まちづくり交付

金について、②の（仮称）ふれあい交流センターの進捗についてお答えいた

します。 

  （仮称）ふれあい交流センターの 21年度の計画につきましては、施設の

設計業務委託で、内容は勤労福祉会館の耐震診断、耐震診断の結果によ

る耐震補強設計、それから施設の改修設計です。現在までの進捗の状況で

すが、率にしまして約 20％ほどです。 



  以上です。 

〇柳 勝次議長 次に、田邊都市整備課長。 

〇田邊淑宏都市整備課長 それでは、私からナンバー１の②の信号機の関

係等についてお答えさせていただきます。 

  信号機の関係でございますけれども、国道 254号バイパスに設置する

平沢、志賀の２カ所でございますけれども、大変お待たせいたしましたが、９

月の 14 日の日に２カ所同時に稼働を始めたというような状況でございます。

続きまして、道路、歩道の進捗の状況の関係でございますけれども、まず初

めに生活道整備事業の関係でございまして、嵐山中部地区についてちょっ

とお答えさせていただきます。この路線につきましては、今年度３路線を予

定しておりまして、駅前深谷嵐山線でございますけれども、これにつきまして

は関係地権者と調整が済みまして、現在測量設計の業務を発注したところ

でございます。続きまして、町道菅谷３号線でございますけれども、これにつ

きましては今計画しております内容につきまして、警察の協議だとか、あと

関係する地権者と調整を図っているというような状況でございます。続きまし

て、町道菅谷 45号線の関係でございますけれども、これにつきましても地

権者等、あとまた関係する地区と調整をしているところでございます。 

  続いて、北部地区の関係でございますけれども、この関係につきまして

は４路線ございまして、まず町道吉田 300号線でございますけれども、この

場所につきましても地元の説明会を行いまして、測量設計の業務を発注し



たところでございまして、作業を今やっているところでございます。町道古里

７号線につきましては、道路の工事を発注いたしまして、これは９月の４日

の日に入札になりまして、発注済みになりました。稲刈りを待って、工事の

ほうに着手するというような形になっております。それと、広野 94・295号線

と町道越畑 158号線の工事でございますけれども、この工事につきまして

はもう設計済みまして、９月の 30日の日に入札を予定しているというような

状況でございます。 

  次に、幹線道路整備事業の関係でございまして、嵐山中部地区の２路線

でございます。初めに、町道１―10号線につきましては、道路工事を８月の

18日の日に入札がございまして、発注が終わりました。現在準備、工事の

準備工ということで行っているところでございます。町道２―１号線のＡ工区

でございますけれども、これにつきましては説明会等を行いまして、今現在

関係者と調整中というところでございます。 

  それと、先ほど１―３号線の関係が出たわけなのですけれども、これにつ

きましては 21年度の計画ではなく、22年度からの計画ということになって

いるわけでございますので、ご了承いただきたいと思います。 

  そういうことで、以上、おかげさまをもちまして計画どおり進んでいるので

はないかというふうに考えております。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 次に、田島環境課長。 



〇田島雄一環境課長 ナンバー３の里地里山について、①、②、③につい

てお答えいたします。 

  ①の小千代山の保全と整備の状況はということでございますが、千手堂

小千代山の保全整備につきましては、平成 19年度に３万 7,028.86平方

メートル、合計 40筆を嵐山町が取得しております。その後、平成 20年７月

には、町条例による嵐山町里地里山づくり保全地域に指定し、それぞれそ

れまでボランティアで保全活動を実施してきた嵐山モウモウ緑の少年団か

らの使用許可申請に基づき、同条例による使用の許可を行っており、雑木

林の間伐、落ち葉かき等の作業をボランティアで実施しています。年１回の

下草刈りを実施するとともに、一部については議員の皆様によるボランティ

アでの下草刈りを行っていたところでございます。平成 21年４月には、都市

計画法による特別緑地保全地区の指定を行い、開発行為等を制限するとと

もに、今後永続的に緑地として保全していくことを法的に位置づけたところで

ございます。 

  続きまして、②の小千代山の活用の進め方でございますが、千手堂小

千代山について、特別緑地保全地区の指定により、今後も緑地としての永

続的な保全を図り、雑木林の維持管理を行うことで、国チョウ、オオムラサ

キの生育に適した環境を維持するとともに、指定地内に生息する希少な動

植物の現況調査、保全活動の推進を図ります。また、現在整備している園

路の適切な管理を行い、自然と親しめる、だれもが気楽に散策できるような



緑地の活用を図ります。住民参加による保全活動の推進については、嵐山

モウモウ緑の少年団などボランティアによる活動を推進し、団体の活動時に

は一般の方々も一緒に参加できるような体制づくりを組み、新たなボランテ

ィアの育成に資するものとします。 

  ③の寄附による参加制度の現状はということでございますが、平成 19

年８月より町規則により里地里山づくりの寄附を受けており、現在個人から

寄附が 11件、団体からの寄附が６件であります。平成 19年度に 35万

5,208円、平成 20年度、25万円、平成21年度、５万 2,000円、合計 65

万 7,208円となっております。寄附金による事業の実施については、現在

のところ未実施の状況ですが、今後、町有地の間伐や下草刈り、ボランティ

アの保全活動に対する補助などに使用する予定でございます。 

  以上でございます。 

〇柳 勝次議長 次に、高橋副町長。 

〇高橋兼次副町長 私のほうから、まず１番の③についてお答えを申し上

げたいと思います。 

  現在の財政状況から申し上げますと、なかなか単独事業を実施していく

のは難しいのかなというふうに基本的に考えております。したがって、まちづ

くり交付金事業を行っております北部地区、中央地区にどうしてもやらなけ

ればいけない事業というのがあるとすれば、全体の事業費との関係もござ

いますけれども、できるだけこの事業の中でプラスをして、できるものがあれ



ばやっていきたいなというふうに思っております。特に北部地区でアクセス

関連の地元要望がちょっと取り残されているものがございまして、これは地

権者の関係でなかなかコースが決まらないというような道があります。した

がって、これらが一定の方向が出れば、追加をしてやっていきたいなという

ふうに考えております。したがって、どうしてもやらない事業がこのエリアの

中にあるとすれば、この事業を利用してやっていくのがベストであるのでな

いかなというふうに考えております。 

  それと、大きな３番の４についてお答えを申し上げたいと思います。金皿

山の公有地化について進捗は云々というふうなお話でございました。事業

の予定は 22、23年度という計画になってございますけれども、今地権者と

交渉を進めております。当初予定していたより、そんなにお金がかからない

のかなというふうに基本的には考えておりまして、したがって地権者の了解

が得られれば、今年の北部地区のまちづくり交付金の内示が結構な額が来

ておりますので、そこで対応ができれば、場合によったら補正で計上させて

いただいて、土地の買収のほうだけは今年度決まりがつけばいいのかなと

いうふうに今考えております。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 最後に、岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 それでは、行革関連のお答えをさせていただきます。 

  職員適正化計画の現状と方向性ということでございまして、これは決算



委員会の中から、また昨日もいろいろお尋ねをいただく中でお答えをさせて

いただきました。同じお答えになって、また追ってしまうわけですが、お許し

をいただきたいと思います。 

  現在の定員適正化計画の考え方でございますけれども、それは計画と

いうのは 18年から 22年度を計画期間としております。そして、これもお話

を申し上げておりますように、国が示した集中改革プランでは 4.6％以上減

員をしなさいよということでございます。しかし、全国の市町村の平均ではそ

れを上回りまして、7.9％の数字が示されております。嵐山町では、そうした

中で、集中改革プラン及び市町村平均を上回る５年間で 8.9％減ということ

で策定をいたしました。この策定をした時点というのは、思い返していただく

とわかると思うのですけれども、大変嵐山町でも厳しい状況がございました。

そういうものも踏まえまして、こういうような計画を策定した次第でございま

すが、嵐山町も平成 11年の 176人をピークに減少の傾向をしております。

そして、これらの 8.9％ということで大変厳しい、職員の人数が足らないの

ではないかということでご指摘をいただいておりまして、これもお話を申し上

げておりますように、新しい計画を策定をしていきたい。それで、それには

22年度以降５年間つくったわけですが、今度は 10年、スパンを長く見なが

ら、それで退職者の数だとか、そういうようなものも踏まえた上で、新たな計

画を策定をしていきたいというふうに思っております。それで、それには行政

需要を当然考えて、町民サービスの減、低下が起きないように対応をとって



いきたいというふうに思っております。数字的には、数値を 130人としており

ましたのを 139人、そして対 22年度に比べまして 9.1％減ということで、こ

れから大量退職を迎えておりますもの、そういうものにも視点を置きまして、

新規採用を前倒しで調整を図っていきたい。ですから、ずっと平らに人数が

減っていくということでなくて、ふえるときもあるし、なだらかなところもありま

すよというような形で、この計画にソフトランディングができるような対応を図

っていきたいと考えています。 

  20年度の改革と課題ということでございます。ご承知のように、お話にも

ございましたけれども、行革を進めてきているわけであります。それで、そん

な中で、20年度では特に新たな項目、事業の見直しというのはなく、改革は

今までのものを継続をして行ってきたということでございます。それで、団体

補助金に対する基準というものだけは新しく策定をいたしました。議員さん

おっしゃるように、15年度以降、政府の三位一体改革等が行われまして、

地方財政非常に厳しい状況になっているわけですけれども、16年に私がお

世話になってから、議員の皆様、住民の皆様のご協力を得ながら、こういう

ふうに経過をしてきているわけでありまして、その 20年度におきましても人

件費の削減、事業の見直し等は継続をしてまいったわけでございます。 

  それで、改革ですから、スムーズに進む時期と厳しい、進みづらいところ

があるわけですけれども、今後も一番の原則、基本に置かなければいけな

いのは、当然のことですけれども、行政サービスの低下が起きてしまっては



何にもならないわけであります。ですから、そこのところをしっかり基本を据

えて、やるべきことはしっかりやっていかなければならないわけでありまして、

それはやりながら、そしてどこのところが改革ができて、そしてそこのところ

が財政面に寄与できるかということをしっかり見ながらやっていきたい。それ

には、課題として、きのうからも言われておりますように、職員のことが今も

ありますように当然あるわけです。何人いたらいいのか、大勢いればいるほ

どいいわけですけれども、それには問題も起きてまいります。そしてまた、こ

れもご指摘をいただいて、きのうありましたけれども、施設の問題というのが

あります。人にかかわることですから、人がふえれば施設は狭くなる。それ

と、施設は年々、毎日毎日老朽化をしていくわけです。そういうものにどう対

応していくのか。そして、それを新しくしていくというのは、少子高齢化、そし

て人口減という社会の動きがあるわけで、そういうものに将来的にどう対応

とりながら、施設整備等も考えていったらいいのか。財政とのこともあります

けれども、職員体制等も考えながら、そういう課題を越えていきたい、町民

サービスを落とさないということを踏まえて考えていきたいというふうに思い

ます。 

  人件費削減を町民にどのように生かせたかということでございます。議

員さんもおっしゃっておりましたけれども、ここのところが減ったから、これに

使えたよというようなこととはなかなか言えないだろうということで、そのとお

りでございます。予算を全体の歳入がどれぐらいできるだろうか、入り口を



計算をいたしまして、そして必要なものについて歳出をしていく、そういうこと

でございますので、どこのところということではございませんが、そういうもの

は有効に町政の中に広く、深く、効果的に使われているものだというふうに

思っております。 

  ４番目、こども課、企業支援課を設置した現状と業務の効率化はというこ

とでございます。こども課につきましては、福祉、教育といった旧来の垣根を

取り払い、子育てに関する窓口を一本化して、そして次代を担う子供たちが

健やかに育つようにということで、この課をつくりました。そして、５カ月を経

過したわけですけれども、町民から特に問題点の指摘を受けたことはなく、

教育委員会が１階に移転をし、子供に関する窓口が一本化できたことに対

して、おおむね好評と受けとめられております。また、内部事務に関しまして

は、教育、福祉が一緒になったことにより、就学時に関する情報のやりとり

を行うことがやりやすくなって、改善がされております。また、福祉部門で把

握している情報につきましては、週３日勤務の育児支援相談員が健康福祉

課の事業に参加するなど、日ごろから連携を密にして情報の収集に努めて

おります。そして、議員さんおっしゃっております、５カ月が経過していったの

でございますので、今後そういうところのメリットというのをさらに発揮をして、

町民サービスを向上させていきたいというふうに考えております。 

  企業支援課につきましては、喫緊の課題であります町内企業の移転問

題、インターチェンジ周辺整備、また新たな企業誘致、こういうものをしっか



り嵐山町では取り組んでいますよということを内部でしっかりアピールができ

るように、そういうことを一番、外部に対して、嵐山町はこれだけ取り組んで

いるのだということを外に対してアピールができるように、そういうことを一番

の目的として設置をいたしました。外部で来る人、あるいは外部からの見方

というものも、企業支援課というのが嵐山にあるのだなということで、ちょっと

印象も違った形になってきているのではないかなというふうに思っておりま

すし、また設置をした職員もそういう中での仕事でございますので、外部に

対してもやりやすい状況というのは当然できてきているというふうに思ってお

ります。これらの２つの課、今後大いに今までのメリット、よくなったところを

発揮をしていただいて、今後の活躍を期待をするところでございます。 

  それから、５番目、町民課、税務課、毎週の土曜日開庁になって、どうか。

それで、人件費と職員の負担ということでございます。開庁してということで、

これも答弁の中に報告をさせていただきました。思っている以上の私は効果

といいますか、町民に、来ていただく方が多いということは、それだけ町民に

喜ばれているのではないかなというふうに思っております。そして、それらの

中で利用していただく方から税金を納めていただくとかいうようなことも利便

性が増したのかな、そういう形で喜んでいただけるのかな。想定を超えた金

額をいただいております。大変ありがたいことでございます。 

  それらに対して、人件費と職員の負担ということでございます。負担につ

いても、きのうお話があったかと思うのですけれども、税務課と町民課では



多少違いますけれども、責任をしっかりしてくださいよというような話もありま

して、管理職が出ていただく。必ず管理者がいる体制をつくってくださいとい

うことで、そういう状況になっております。そして、ほかの職員の皆さんも応

援をいただいているわけですけれども、この数値の中で、嘱託員だとか再任

用職員をお願いをしておりまして、管理職の皆さん、そして職員の皆さんの

今までの出勤状況を見ますと、管理職の皆さんについては年間で 15から

16日勤務ということで、今までよりふえております。そして、職員については

年間10日から11日ということで、おおむね１カ月に１回あるかないかという

ようなことになっております。そういう状況でございまして、大変職員の皆さ

んのご協力をいただいて、そして町民サービスが向上して、しかもそこのと

ころのメリットが大分出てきている。感謝をしているところでございます。 

  それと、人件費ということでございますが、今話しましたように、嘱託職員、

嘱託員が２名、21年度は 10日ずつ土曜開庁の勤務をお願いしておりまし

て、この人件費が６万 8,000円ということでございます。 

  それから、６番目、町民税、法人税の大幅な減税の対策とありますけれ

ども、減収ですね。今大変この経済状況、きのうも話、ご質問の中で答弁さ

せてもらいましたけれども、今雇用の数字が大変悪い方向に出ているわけ

であります。それで、景気のほうも特別対策が日本で、また世界で同時に行

われてきて、いい方向に向かってきているというような中で、業種によったり、

いろんなものについて、なおなかなかそうではないよというようなこと、そうこ



うしている中で出された数字が、雇用は本当に今までにない悪い数字が出

ております。そういう中で、この暮れに向けてどういう状況になっていくのか。

きのう、おとといの公務員の人件費について、埼玉県の、このところの減の

数字が出ておりました。そしてまた、人事院勧告がされております分につい

ても、国、そして地方、大変な影響が出るだろうというふうに思っています。

そして、新しい政権でもまた人数を減らしたり、人件費を減らしたりということ

でございまして、内需拡大というようなことにどういうふうな影響が出ていく

のか、大変危惧をしているところでございますけれども、そういう中にありま

して、町民税というのは今年の、去年の年収が基準になりますし、今年の年

収はまた次に行くわけですし、法人税もそのとおりでございます。ですので、

法人税の還付は、今年予算を組んだものを超えて還付をしている状況でご

ざいます。そういう企業がどこまで改善、持ち直しをしていただけるか、全く

不確定でございますけれども、そういうようなもの、それでそれらに対して減

税の対策はどうかということでございますが、いろいろご指摘をいただいて

おりますけれども、そういうものを踏まえた中で、歳出をしっかり見直していく

以外ないわけです。入り口に合った形の出口になるわけですので、それ以

外ない。それには、必要なものはやらなければいけないわけですけれども、

ちょっと我慢ができるものについては我慢をしていただく。そういうようなこと

でございます。それと、企業支援課というのは、そういう意味もあって、つくっ

たわけでございまして、企業の町内誘致、そして企業の中でのいろんな資



金需要、あるいは人の問題というようなことが企業支援課を通しまして、企

業に応援ができれば、なお活性化が図れるか、そういうことも含めて対策を

していきたいというふうに思っております。 

  それから、７番目、国政が大きく変わったことを受けて、町の財源確保、

そして今後の町民負担削減の考え方ということでございます。きのうからお

話ししておりますように、すばらしい内閣が組閣をされたわけでございます。

きのうも申しましたけれども、たくさんの町民への約束事があるわけです。そ

れらをしっかり実行していただく。ひたすらそれを思っているところでござい

まして、新しい政権ですので、期待が 75％でしたか、そういうことでございま

すので、私はそれ以上に思っているわけですが、そういうものを期待をして

いるということでございます。 

  それには、削減の考え方とかとありますけれども、削減というのはちょっ

とどういうことなのでしょうか。自主財源の確保ということですが、そういうよ

うな今までとも同じように税収を確保するか、あるいは新しくそういうものを

確保するかということきりないわけでありまして、今話しましたように、企業

支援課等を通して、あるいはそのほか嵐山町の中でスリムにできることにつ

いてはスリムにして、しかも町内サービスが落ちないような対応をとっていき

たいというふうに思っています。 

  それから、ちょっと落ちてしまいましたが、５番目の件で、郵送の件があり

ました。健康がどうかと、職員の負担かかって、健康がどうかということと、



郵送がどうかということがあったのですが、これは調べてございませんので、

郵送のほう、件数がちょっと上がっておりません。 

  以上でお答えとさせていただきます。 

  ごめんなさい。それから、裏側ありました。里地里山、大変失礼いたしま

した。里地里山づくりの方向と考え方というのがあります。これは、きのうか

らもこれもお話をしておりますように、全く考え方変わりはございません。ＩＳ

Ｏでご指摘をいただきました。ちょっと無駄な投資ではないかということだっ

たわけですけれども、そうでないのですよということでお答えをさせていただ

きましたけれども、ＩＳＯの精神をそれ以上に自然を守り、環境を整え、緑と

清流の町をつくりましょう。町民憲章のこの文章自体も、ほかのところの同じ

ような内容を書いたものがあるわけですけれども、この格調の高さといいま

すか、そういうことと、この内容を、いずれにしたって基本に守っていくわけ

でありますので、いろいろな条例等、町でできているわけですけれども、これ

らをしっかり守って、またこれを厚くして、これからはつくっていくものはやっ

ていくということでございます。 

  以上でございます。 

〇柳 勝次議長 一般質問の途中ですが、この際、暫時休憩いたします。午

後の再開は午後１時 30分といたします。 

          休  憩 午後 零時０３分 

 



          再  開 午後 １時３０分 

〇柳 勝次議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続行いたします。 

  既に松本美子議員の１回目の質問に対する答弁が終わっています。再

質問をどうぞ。 

  松本美子議員。 

〇12番（松本美子議員） それでは、再質問をさせていただきます。 

  まず、まちづくり交付金の関係なのですけれども、都市再生整備計画に

基づいて、しっかりと取り組んでいるご答弁がいただけましたので、ありがと

うございました。そのような方向でぜひよろしくお願いしたいと思っています。 

  １点だけ、すみませんが、私の聞き違いかもわかりませんし、資料の調

べ方が悪かったのかもわかりませんが、町道１―３号線の関係なのですけれ

ども、これ私、今年度からというふうに理解をしていたのですが、答弁の中

では 22年度からというふうな答弁がありましたけれども、確認の意味で、申

しわけないですが、もう一度ご答弁、この件だけしていただければと思いま

すので、お願いをいたします。 

  それと、工事の予定の期間内での、その中での調整というものもある程

度はあるのでしょうか。先送りというか、あるいは入れかえといいましょうか、

そういうようなことというのもあり得るということで、そこの２点、ではすみませ

ん。お願いします。 



  それと、財政改革の関係なのですけれども、しっかりとご答弁がいただけ

ましたけれども、１点だけになるかと思うのですが、土曜開庁の関係なので

すけれども、これは郵送の関係のご答弁を町長からいただきましたけれども、

請求があって、いろんなものがきちっと整って、担当課のほうからもう一度送

ってあげるということですが、このときに本人の、間違いはないと思うのです

けれども、確認といいましょうか、そういうものがやっぱり規則がきちっと決

まっていて、あるのでしょうけれども、それを、すみませんが、お尋ねをさせ

ていただきたいと思っています。特に税務の関係もそうですけれども、町民

課のほうでは戸籍の関係等がありますので、お尋ねさせていただきたいと

思っていますが、お願いします。 

  それに、里地里山の件ですけれども、小千代山のほうもしっかりと保全を

しながら整備のほうも順調にボランティアさん、あるいはモウモウ少年団の

関係、いろんな方たちが協力をして進めていられるということですけれども、

今後ここをもう少し多くの皆さんに活用、活用の方面では自然を守るというこ

とでなく、活用方面ではカブトムシとか、あるいはシイタケでしょうか、何かい

ろいろ事業等もやっておりましたけれども、今後そういった考え方が、せっか

くのあそこは町の土地ですし、里地里山ということで、場所的にもいいですし、

あるいは産直等もありますし、その辺の周辺の取り巻きながら、何か考え方

というものがありましたらご答弁いただければと思っていますけれども、お願

いをいたします。 



  それに、緑地の保全ということで、動植物の関係と言いましたけれども、

申しわけないのですけれども、オオムラサキということはわかりますが、その

ほかに動植物といいますとどんなようなものが自然の中にいらっしゃるのか、

お尋ねさせていただきたいと思います。 

  以上で、すみません。お願いします。 

〇柳 勝次議長 それでは、順次答弁を求めます。 

  まず最初に、田邊都市整備課長。 

〇田邊淑宏都市整備課長 町道１―３号線の関係でございますけれども、先

ほど22年度からというふうにお話しさせていただきました。それは、22年度

から計画しているということでございます。この当初の計画につきましては、

平成 21年、22年を計画していたわけなのですけれども、予算の都合等関

係ございまして、１年送ったというような形になっております。 

  そうしますと、２問目の入れかえだとか、先送りだとかと、あるかというこ

とでございますけれども、その関係については、その予算の状況によって、

多少入れかえだとか、先送りというのはございます。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 続いて、中嶋町民課長。 

〇中嶋秀雄町民課長 それでは、２番の郵便請求の関係でお答えをさせて

いただきます。 

  まず、議員さんお尋ねのありました、その中にも議員さんのほうからあり



ましたとおり、この郵便請求につきましては、法令、それから規定等に基づ

いて請求手続を行っております。まず、根拠になりますのは、戸籍法で申し

上げますと、第 10条の第３項というところに、戸籍謄抄本等の請求をする

場合につきましては、郵便その他法務省令で定める方法により、戸籍謄本

等の送付を求めることができるということになっておりまして、一般的な手続

であるということでございます。 

  それから、本人確認の方法についてというご案内でございます。本人方

法の確認につきましても、こちらにつきましては厳格に定められておりまして、

例えば請求者が本人である場合、この場合につきましては、法令の中にあ

るのですが、１号書類、この１号書類というのはどういうものかと申し上げま

すと、写真つきの住民基本台帳カード、あるいはパスポート、あるいは運転

免許証等、こういったものが１号書類でございますが、こういったものを請求

の中に同封していただくということになっております。なおかつ、その送付先、

こちらから郵送させていただく場合には、その請求者の所在地、そちらのほ

うに郵送させていただくという形になっておりまして、窓口請求に来られた場

合と同様の身分、本人確認等の書類を同封していただいて、なおかつ所在

地に送るというような手続になっておるところでございます。 

  以上でございます。 

〇柳 勝次議長 最後に、田島環境課長。 

〇田島雄一環境課長 里地里山の活用の件でございますが、一般の方々



も一緒に参加できるようなことをしていきたいと思います。広報紙等を利用し

まして、それで呼びかけを図っていきたいと思います。 

  それと、動植物はどんなものかというふうなことで、私が先ほど希少な動

植物と申し上げましたけれども、レッドデータブックにあります貴重なものが

ありまして、なかなか、オオムラサキもそうなのですけれども、あとはゲンジ

ボタルとかありまして、それと植物につきましてはランの仲間があります。こ

れは、特にここではちょっと申し上げにくいものですから、盗掘されたりした

ら困るものですから、それでちょっと控えさせてもらいたいと思います。あと、

カンアオイとか、そういったものがあります。 

  以上でございます。 

〇柳 勝次議長 松本美子議員。 

〇12番（松本美子議員） それでは、すみません。１―３号線は、少し聞き漏

らしてしまったのですけれども、理由が何かあったということで変更したとい

うことでしたか、答弁は。もう一度、すみません。そこは、やはり通学路の関

係だったので、どうして、地権者ですか、何ですか、わかりませんけれども、

先延ばしに１年もしたのかなとちょっと腑に落ちないといいましょうか、そうい

うところが少し、それなりの理由があったから、延ばしたのでしょうけれども、

私にしてみますと、あそこはもう長年のやはり地元からとか、学校からもきち

っと要望が出ていますよね。ですから、もう一度、すみませんが、私が聞き

漏らしたのならすみません。何か理由を言っていただいたようだったのです



けれども、申しわけないですが、もう一度、すみません。 

  それと、郵送の関係で、申しわけないのですけれども、戸籍の関係が特

にひっかかりますが、そういった自分自身のことの証明をできるものの一緒

に同封をしてということですけれども、これはパスポートとか、運転免許証と

か、保険証とか、そういうものなのでしょうが、そういう答弁でしたけれども、

そうしますとコピーのものでもいいということになるのですか。もうそれで本

人が確認、コピーでしたらばできますかというふうに、申しわけないですが、

言わせていただきます。でも、それは書類的なものがそろっていればいいの

だと、そういうことにつながって、考え方でよろしいですか。ちょっと言葉が強

いのですが、申しわけありませんが、お聞きします。 

  それから、里地のほうの関係なのですけれども、蛍とかランとかというこ

とは私も承知していましたけれども、ここにそれ以外で、公園化というと少し

言葉がわかりません、する可能性があるかないかわかりませんけれども、

ほかのものを植物を少し植えて、ハイキングコースでしょうか、何かそういっ

たほかの活用にも考えがありますかというふうに聞きたかったのですが、も

う一度、すみません。お願いいたします。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 それでは、順次答弁を求めます。 

  まず最初に、田邊都市整備課長。 

〇田邊淑宏都市整備課長 １―３号線の関係でございますけれども、予定だ



と 21年度から始めるというような予定でいたわけでございます。実際には

担当課とすれば、21年度から始めたいなというふうに考えていたわけなの

ですけれども、21年度の予算作成の段階で、その辺のところ、その予算ま

でちょっと届かなかったというところなのですけれども、よろしくお願いいたし

ます。 

〇柳 勝次議長 続いて、中嶋町民課長。 

〇中嶋秀雄町民課長 お答えをさせていただきます。 

  まず、そういったものが仮に悪意でパスポートが偽造されたとか、あるい

はそういったことで請求があった場合に、町はそれが判読できるかというふ

うになりますと、これは判読はできるということは言えないと思います。ただ

し、それが偽造で、悪意で出されたものだということが仮に判明した場合は、

当然それは偽造したことがまた別の犯罪になるわけでございまして、ただ手

続上は町としては善意で解釈をし、法にのっとった手続で行うしかないとい

うものでございます。 

  以上でございます。 

〇柳 勝次議長 最後に、田島環境課長。 

〇田島雄一環境課長 小千代山につきましては、特別緑地保全地区という

ことでございまして、特別緑地保全地区というのは、都市の無秩序な拡大の

防止に資す緑地、都市の歴史的、文化的価値を有する緑地、生態系に配

慮したまちづくりのための動植物の生息、育成地となる緑地等の保全を図



ることを目的とした公園化、一般的に言われる公園化とは違うかなというふ

うに考えております。 

  以上でございます。 

〇柳 勝次議長 どうもご苦労さまでした。 

 

          ◇ 安 藤 欣 男 議 員 

〇柳 勝次議長 続いて、本日３番目の一般質問は、第 11番議員、安藤欣

男議員。 

          〔11番 安藤欣男議員一般質問席登壇〕 

〇11番（安藤欣男議員） 第 11番議員、安藤欣男。議長の許可をいただき

ましたので、一般質問をさせていただきます。私は、２項目にわたって大きく

は質問させていただきますが、よろしくお願いをいたします。 

  まず、農政についてでございますが、嵐山町には４つの土地改良法に基

づく土地改良区がございます。この土地改良区それぞれ維持管理計画書と

いうものを作成をし、それを持っているわけでございますが、これは改良区

が運営するに当たりまして、一番基本となる賦課金の徴収に対しまして、そ

の裏づけとなるものがこの維持管理計画書でございます。ただしかし、変更

が生じてきているところも幾つもあります。この変更手続の必要性が生じて

も、維持管理計画書の変更手続そのものが大変高額な費用がかかるため

に、県で検査、指導、改良区は県の検査が入ります。指導も受けるわけでご



ざいますが、そのたびごとに、これはどうなっているのだというような指摘も

受けるわけでございますが、なかなか指摘を受けても、そのうちやりますか

らというようなことで逃れておりまして、なかなか実際の対応ができないとい

うのが実情でございます。この費用負担の軽減策をどうやったらいいかとい

うこともありまして、町が何とか軽減策についてお考えがあるかどうか。また、

町の職員がこの作成業務を行うということも一つの方策であるとも思います

が、これらのことにつきまして、見解をお聞きしたいというふうに思います。 

  次に、教育行政についてでございますが、今世の中は大変殺伐としたこ

とといいましょうか、親が子供を虐待、あるいは子供が親を殺すというような

こともマスコミ等でたびたび見たり聞いたりするわけでございます。特に学校

現場でもさまざまな問題が起こっておりますが、この解決の糸口としては、

家庭教育が何としても基本だというふうに叫ばれて、これ久しいわけでござ

いますが、現状の学校現場での模様等々を踏まえたときに、家庭教育につ

いてどうやっておられるのか、また重要性というものについて、今どんな見

解をお持ちでございますか、お聞きしたいと思っております。 

  それから、２番目でございますが、学校現場といいましょうか、いじめ、あ

るいは不登校の問題に対して、学校ではさわやか相談員制度が実施されま

して、本町でもさわやか相談員を置かれております。ただ、家庭教育につき

ましては、さわやか相談員も何か保護者との相談にも当たっているというふ

うには聞いておりますが、今や家庭教育そのものの相談ができる、その家



庭教育相談員、仮称でございますが、そうしたものを設置して、保護者が気

楽に相談できる仕組みが必要ではないかと思うのですが、これについての

見解と、設置するとすればどんなことができるかというようなことをお聞きし

たいと思います。 

  以上、大きくは２点でございますが、よろしくお願いをいたします。 

〇柳 勝次議長 それでは、順次答弁を求めます。 

  まず、水島産業振興課長。 

〇水島晴夫産業振興課長 １番の農政につきましてお答えをさせていただ

きたいと思います。 

  なかなかいい答えができなくて、申しわけないのですけれども、まず町の

ほうで支援等ができるかということなのですけれども、今の町の厳しい財政

ではなかなか難しいのかなというふうに思います。 

  それから、町の職員が作業ができないかということなのですけれども、こ

れについても計画書の作成内容等を見ますと、技術的な内容がほとんどで、

なかなか今の現在の職員体制では難しいのかなというふうに考えます。 

  それから、維持管理計画書の関係ですけれども、東松山農林センター管

内で 20の土地改良区があるわけなのですけれども、そこで、どこも同じよう

な指摘をされているということなのですけれども、それで今事業的に始まっ

ているのが吉見町で１カ所、作業のほうを始めているというふうに聞いてお

ります。そんなようなことで、また土地改良の連合会等に、安藤さんも理事



長さんでメンバーになっていますので、町と一緒に働きかけをしていただい

て、助成制度が得られるか、その辺で協力を、町と一緒に協力していただい

て、対応ができていければいいかなと思います。ちょっといい返答でなくて、

申しわけないのですけれども、よろしくお願いします。 

〇柳 勝次議長 最後に、加藤教育長。 

〇加藤信幸教育長 それでは、大きな２番目についてお答えというか、お尋

ねは見解ということですが、私とすれば一番嫌な、嫌なというか、家庭教育、

しつけについて十分できていない人間が家庭教育の重要性、あり方という

のは非常に、一応申し上げます。 

  学校現場のさまざまな問題、児童生徒のという切り口でありますけれど

も、ほとんどの子供たちは学校生活に意義を見出し、目標を持って学校生

活を送っている。しかし、ほんの数人がやっぱり行き過ぎた問題行動、反社

会的行動をとっている子供たちもいると。そのことが議員さんは、家庭教育

との大きな関連があるのではないかというお話であります。 

  現在の家庭教育に関する現状をどうとらえ、重要性というときにやっぱり

幾つかの視点で家庭教育というのをとらえていかなければいけないのだろ

うと。１つは、子供を取り巻く社会環境が変化していると。いわゆる少子化、

核家族化、情報化、グローバル化の社会、それから地域の連帯感の希薄化、

こういう中での家庭教育をどう見るのか。２点目の視点は、子供の問題行動

が変わってきていると。特に規範意識の低下であるとか、基本的習慣の乱



れという、いわゆるしつけに関して、それも極めて幼少時からのしつけにか

かわる親のかかわり方に起因するような傾向が非常に強いということ。それ

から、３点目の視点は、家庭、親ですけれども、の状況、あり方、これが変化、

多様化しているということ。例えば親子関係であるとか、夫婦関係であると

か、しつけの関係であるとか、親の子育て観であるとか、教育観とか、生き

方の価値観、これが非常に多様化していると。そういう中で子供の教育、し

つけのあり方を見ていかなければいけないのだろうと。 

  どの親も子供を授かって、我が子の健やかな成長を願わない親はいな

いというふうに思います。そういう中で、やっぱり数人の子供は年齢不相応

な反社会的行動、問題行動を起こす。その場合、その子供の行動、その子

供のみを責めることは、私はできないのだろうと。振り返ってみれば、極論を

言えば、ある意味では親の子育て、しつけのある面では犠牲者ではないだ

ろうかと。あるいは、学校や、含めて家庭や地域、そして社会全体がそのこ

とにどうかかわれなかったのかという、そういう問題も提起されるのではない

かなというふうに思います。 

  教育委員会では、３年前に社会教育委員会議で２年間かけて、子供たち

の健全育成を図るための地域、家庭、行政のかかわり方について議論して

いただいて、答申をいただいた中で、家庭のかかわりと果たす役割、子供の

健全な成長、そのことについて幾つか提言をいただいております。１点は、

親が子にかかわるかかわり方について、やはり幼児期から限りない親の愛



を注いで、よいことは褒めて、悪いことは厳しくしかると、そういう親の毅然と

した態度が必要であろうと。愛情と称した過保護や過干渉、あるいは自由と

称した放任、こういうものはどうなのだろう。それから、やはり親が親となる

べき、果たす役割について考えてみましょうということで、何点かご提言いた

だいた。１つは、親はやはり子供の見本となる責任がある。それから、親とし

ての学びも、学ぶ必要もあるだろう。積極的な地域参加、そしてさまざまな

活動に参加するという提言いただいたわけですが、尽きるところ、それがす

べてうまくいかない、そういう状況がある。それは、少子化の中で、あるいは

核家族の中で、地域との連帯感、そういうものが希薄化していく中で、ある

いは共働きをする状況の中で、あるいは身近に親となるお手本となるべき

人、相談相手、あるいは親同士の交流の場、活動の場、時間、そういうもの

がなかなかとれないというわけです。さまざまな課題があるのだろう。 

  そういう中では、やっぱり家庭だけではなくて、地域社会全体を含めた子

育てへの支援というのが最終的に必要なのだろうというような議論に終わっ

たわけでありますけれども、私ども家庭教育という言葉は余り使っていない

のです。やっぱり家庭のしつけという、子供は家庭でしつけ、学校で学び、

地域で育つということをよく申し上げますが、いろんなお話をさせていただく

場合に、親と子供の成長について３つの視点で私は申し上げているのです

けれども、１つは、親が我が子に残すことのできる最大の財産はしつけであ

ると。どんなにお金を残しても、どんなにすばらしい家を残しても、それはや



がて朽ちてなくなるだろうと。やっぱりしつけだけはその子が親になった場合

の生きる道しるべになるだろうということ。そういう面ではしつけは親の最低

の責任だと。「躾」というのはとてもいい字なのです。２つの字がありますけ

れども、左に身体の身を書いて、右に美しいと。これは礼儀作法、身のこな

し方、処し方で、もう一つは裁縫だとかでしつけ糸、しつけということ、これは

やっぱり本格的にやる前に仮縫いというか、基本中の基本という、こういう

言葉はやっぱり大事だなと、意味のある言葉だと思います。 

  ２つ目は、親のあり方についてこんなことを申し上げています。親は、子

供にとって最も身近な大人であって、生き方のお手本である。生まれて初め

て出会う先生である。だから、幼児期における家庭、親のあり方は、その子

供の成長に大きく影響するものである。やっぱり子供は親の背中というか、

親の姿で学ぶ。学ぶというのは、まねをする、まねるとも言われますけれど

も、そっくりそのままなってしまうのだろうと、言葉遣いだとか礼儀作法、その

まままねるという、そういう意味では親のあり方と。 

  ３点目は、親子関係ですけれども、実は親が子供の成長にかかわること

のできることができるのは、ほんのわずかな期間である。だから、子供ととも

に触れ合いを大事にしよう。その触れ合いは、内容も大事だし、時間も大事

だということ。やがて親は親離れしていき、子離れしていくと、子供が子離れ

していくには何かお土産を持たせたい。それは、やっぱりしつけしかないの

だろうと。やはり家庭教育の原点というのはしつけであるのかなというふうに



考えております。 

  それから、気軽にそういう子育てに悩んだ場合の相談について、家庭教

育相談員を設置してというお話でありますが、そのようにできればいいなと

思うのですが、実は嵐山町でも、あるいは学校でも、埼玉県でも、いろいろ

な子育て相談、あるいは家庭教育についての相談、たくさん設けています。

さまざまな研修講座もあります。しかし、来ていただきたい方、来てほしい方

はなかなか来ていただけないという、そういう現状があります。したがいまし

て、そういう新たな形の家庭教育相談員という設置もさることながら、今のた

くさんある相談体制を継続する中で、来ていただきたい方、来てほしい方に

どう働きかけるのか、相談の方法、相談の内容、運営等を工夫していく必要

があるのかなと考えております。 

  いずれにしても、家庭教育を行う資格とか、免許とか、そういうものはな

いわけであります。そういう意味ではやはり子供は家庭でしつけられ、学校

で学び、地域で育つという言葉がありますけれども、キーポイントはやっぱり

地域なのだと思います。子育てしているご夫婦は、やっぱりその地域に住ん

でいる。地域というのは人と人とのかかわりである。そういう中で、やっぱり

地域というのは子供の生きる力をはぐくむ学校であって、地域の人はみんな

先生なのだと。ならば、やはり地域の中で子育てをしている皆さん方をどう

巻き込んでいくか。やっぱりさまざまな地域で、私もいろんな立場上、盆踊り

だとか、夏祭りだとか、いろんな地域の行事にお招きをいただきます。本当



に各地区、子供を巻き込んだ行事、活動を展開しております。こういう中に

若いお父さんお母さん方が子連れで入っていけるような、そういう地域の土

壌づくりがまさに相談、気軽に相談できる条件ではないかなというふうに思

っています。よく町長さんが地域経営ということをお話しされますが、まさに

その言葉どおりではないかと思います。 

  ちょっと話せば、あと２時間ぐらい欲しいわけでありますけれども、またあ

れでございますので、私は基本とするところは、家庭教育の基本とするとこ

ろは、その見解ということですから、やっぱり親と子供を、教育というのは教

えはぐくむわけですから、あれをしなさい、これをしなさいという教えるので

はなくて、育む、育てる、教え、育てる、はぐくむという教育、それから親と子

がともに影響し合って成長する響き合う影響の響である響育と、それから親

と子供がともに育っていく共育でありたい。それから、ご夫婦仲よく協力し合

える協育でありたいと。ちょっときざなことを申し上げましたが、私はどっちか

というと狂うほうの狂育かもしれませんけれども、そんなことのないように努

めてきたつもりでありますが、結論的に申し上げますと、どの親もやっぱり悩

み苦しんでいると思います。そういう意味では、どなたが相談相手になって

もいいのかなというような気がします。見解みたいなことを申し上げさせてい

ただきました。 

〇柳 勝次議長 安藤欣男議員。 

〇11番（安藤欣男議員） それでは、再質問をさせていただきます。 



  維持管理計画書の件につきましては、なかなか財政の厳しい中で難しい

のだという、残念ながらそういう答弁をいただいたわけでございますが、この

件につきましては、当然私どもも自分のところも関係がありまして、実はうち

の改良区は、総会の議決をもちまして、この事業に取り組むということで事

業計画を立てておりまして、既に委託先にもいろいろ協議をやっているとこ

ろでございます。これは県に対しても、県はうちだけ来られても困ると、県と

しても何らかの手当てをしてほしいということは申し上げてもおりますし、土

地連のほうでもこの件については県のほうにも申し上げるということにはな

ってはおりますが、なかなかどこも財政が厳しいわけですから、はい、そうで

すかということですぐ取り組むという状況ではありません。しかしながら、そう

いうことだからということで、くどいようですが、これの対応できずに延び延び

になっているということもご承知おきいただきたいのです。 

  今土地改良区それぞれ、先ほど申し上げましたように賦課金をいただい

て、それで運営をしております。償還金があるところももちろんございます。

そうは言いながら、貸してしまう農家がどんどんふえてきている。自分でつく

っているときには土地に対する愛着心もありますから、改良区に対する親近

感というか、自分の組合だということも感じるわけでございますけれども、貸

してしまっていると、ただ賦課金を掛けている。その賦課金の徴収、賦課金

の納入の義務というものが希薄になってくるのです。なものですから、賦課

金を払わない、そういう組合員が出てくる。現在もありますが、再三私どもも



お願いをして、理解をいただいて、努力をしているわけですが、このもらえな

くなる状況というのが今後大きくなるのです。それの賦課金を課すための、

総会で課すわけですが、理事会、何を根拠にこれを課すのですかという裁

判になったときに、対抗措置にならないというようなこともあるのです。なも

のですから、国のほうもこれはちゃんときちんと持ちなさいということでござ

います。 

  私どもの改良区は何でやったかといいますと、これはやらざるを得ないと

いう私の判断でリニューアルしたものですから、前にやった維持管理計画書

ではどうしようもありません。そんなものでお金にはかえられないということ

でやっておりますが、なかなか１年ではできない。２年、３年かからざるを得

ないのですが、受けるほうでは１年では足らないと、こんな状況を感じており

ます。 

  中部にしても、北部、北田土地改良区にしても、やらざるを得ない部分が

あったり、それが、では変更したいというものがあったのですかというのを聞

いておりますが、変更手続にお金がかかるということになると変更はできな

いということで、新たに区域に入りたいというところが入れられなくなったの

です。こんな状況が起こっているのです。その辺は、ご認識をいただきたい

のです。課長はよくご存じだと思うのですが、軽減策についても町の厳しさ

がありますが、町からも県のほうにも町としての考え方、改めて県のほうに

も出していってもらうのがいいかなというふうに私自身は思っております。そ



の点について見解をお聞きしたいと思います。 

  それから、この設立当時、ではどうしたかといいますと、職員がつくった

のです。県営事業だと県の職員がつくりますが、町でこの改良区を設立する

ときには町の職員がつくった。寝ずにつくったということも聞いておりますが、

本当に努力をしてつくった。私は、今の職員、課長は難しいと言いますが、

私は嵐山の職員の力量ならできるというふうに思っています。それは、専門

の指導を受けながらやればいいわけですから、できないという理由がちょっ

と、それは能力ということではなくて、仕事の分担が大き過ぎてしまうから、

できないというふうに答弁しているのだと思うのですが、それは仕事の分担

というものがそれぞれあるでしょうが、この策定業務をするというのはそんな

長い時間、１年も２年もかかっているわけではありませんから、集中的にや

ってもらえばいいわけですから、それは職員の融通も町のほうできかせても

らえば、私はできるのではないかと思うのですが、この件については、課長

さんでは無理でしょうから、副町長なり、町長なり、答弁をいただければと思

います。 

  それから、教育長さんからは、いろいろ家庭教育についての持論をお伺

いをいたしました。さすが教育長さんだなというふうに思っておりますが、家

庭教育というのは、本来であれば、子供は親の背中を見て育っているわけ

ですから、親がきちっとしていれば、親というのは大人ですが、きちっとして

いれば、それはあえて家庭教育、家庭教育と騒がなくてもいいわけなので



す。しかしながら、昔からこの家庭教育というのは、自己啓発というものも含

めて、いろんな団体がやってきたというふうに思っております。特に私ども子

供のころには、親たちが婦人会というものがあったのです。婦人会というの

は、地域で婦人会がありまして、子育て中のお母さんたちが入っている団体

です。この人たちが、ご婦人が集って、いろんな話し合いをする中で、みず

からを高め、また子供の悩み事なんかも聞けたと思うのです。ただ、今は嵐

山町にもそういうものは菅谷婦人会のみ、各地区にありません。 

  あとは、社会教育団体で私ども、自分のことは今あれですが、これは文

科省の補助団体で財団法人修養団というのがあります。これは、社会の浄

化をするために、105年もこの団体続いているのですが、愛と汗を大切にす

るということを目標にしておりまして、今その団体は３つの種まき運動という

のを進めている。何かというと、こんにちはという触れ合いの心を持つ。どう

ぞという譲り合う、人に対して譲り合う心を持ちましょう。ありがとう、感謝の

心。この３つの幸せの種まきを広げていきましょうという運動をやっておりま

すが、ただ残念ながらこの団体、メンバーも高齢化しておりまして、子育て中

の若いお母さん、一番大事な子育てのお母さんたちがこういう団体にはな

かなか入ってこない。みんな忙しいです。自分が働かなくてはならないから、

忙しい。しかしながら、そういうことですから、ますます若いお母さんたちの

横の連携というものがなくなってきて、お互いに学び合う社会がどんどん遠

のいていく。しかも、核家族化、それから核家族化というのが一番問題でしょ



うが、そういう形の中で今あります。 

  ですから、教育長さんおっしゃいました、子供が学校で幾人かの子供が

悪い子供がいて、それのために大変な学校問題が起こっているということで

ございますが、さまざまな問題のもとは、確かに私もＰＴＡでおったこともあり

ますが、子供は親の犠牲なのです。教育長さんおっしゃるように、子供は親

の犠牲の中に問題を起こすような環境、人間になってきてしまう。それは気

の毒。これを、ではどうやって対応したらいいかということでございますが、

教育基本法の改正が行われまして、その中にもあえて家庭教育の問題が

大切さというのが入ってきております。そういう社会になってきたのだと言え

ばそれまででありますが、では家庭教育の大事さというのが教育基本法で

も叫ばれてというか、改正されて、それで嵐山町でも親が親として育ち、力を

つけるための学習というのが始まりましたね。こういうことをやらざるを得な

い時期に来たのだというふうに思っておりますが、親が親として一番大事な

ことを知らずに親になってしまったという状況しかないというふうに感じるの

ですが、この親が親として育ち、力をつけるための学習というものを私はもっ

と力、学校の中で、あるいは社会教育の中でもいいと思いますが、もっと、

今やっているのですが、もっと組み込んでいく必要があるのではないかと思

うのですが、この報告書を見ると、各学校でやりましたと。第１回目は、各校

ごとに２学期の授業参観、学級懇談会の後に親の学習講座を設定し、参加

者の話し合い活動を中心に進める参加型学習をしました。そうは言いながら、



やったことはよかったと思いますが、好評でしたが、１回目 76人、２回目は

20人参加と、こう各校出ているのですが、この１回、全体の学習の各学校

の参加者がこういうことだったのかどうか、その点についてはちょっとお聞き

をしていきたいと思います。 

  親が家庭教育の大切さというものの認識が今の母親等にないのかどう

か、その辺を心配をするのですが、教育長さんは今３つおっしゃってくれまし

た。それぞれ確かに大事なことでございまして、それがきちっとできれば、家

庭教育の心配はないわけですが、そうは言いながら家庭教育をしていかな

くてはいけない。最終的にはさまざまなあり方があるけれども、親は妊娠す

るとすぐ、親になるわけですから、そういう段階ごとに教育をする何かシステ

ム的なことが考えられないかどうか、その辺につきましてもお伺いしたいと

思っています。 

  地域社会が子供を育てるのだというふうなお答えでございますが、学校

応援団等々で確かに学校現場の中での対応はできておりますが、では地

域社会で家庭教育の問題についてどうしたらいいのかということになると、

ちょっと私なんかもわかりにくくなってしまうのです。地域で自分たちの子は

社会の宝だからということで、地域でいろんな問題があるところに参加を呼

びかけて、参加をしてもらうということだけでいいのかどうか、その辺につい

てもお伺いしたいと思います。 

  あと、２番目の、長くなりますが、家庭教育相談員というのは、私は各学



校ごとに、学校ごとに２人ぐらいずつ、先生と協調できて、問題のある家庭

に、あるいは保護者に会って、それで相談に乗れる、そういう制度ができな

いかなというふうに思っているのです。これは、ただ相談員で、この人がと決

めた、公表してもしなくても、その辺はいいのだと思いますが、先生が保護

者に会うのと、第三者が保護者に会っていろいろ相談に乗るのとでは感覚

も違うと思うのです。今さわやか相談員が保護者とも相談をしているというこ

とですが、独身の方が多いのではないかと思うのですが、親の経験のある

人、そういう方がこの相談員になっていただいて、することが最もベターでは

ないかな。それによって、問題が起こっている家庭、それとの個別的な接触

ができる、そういうものを、制度がいろんな制度があるから、それで対応して

いけるということですが、私はそれはまた別な問題でありまして、確かに子

供の相談を乗る児童相談所とか、いろんなものはあるのだと思うのですが、

それでなく、もっと気軽に話せる、あるいは先生がその相談員としてもっとよ

くコミュニケーションがとれる、そういう人を私は適任者はいると思うのです。

こういう方こそ、ボランティアでは大変だということになれば、何か制度があ

ればいいかなと思うし、これは県だってさわやか相談員制度をつくったので

すから、埼玉県でもこの家庭相談員みたいな制度ができれば、なおいいの

ではないかなと思っているのですが、その辺の見解をお伺いしたいと思いま

す。 

  以上です。 



〇柳 勝次議長 それでは、順次答弁を求めます。 

  まず、水島産業振興課長。 

〇水島晴夫産業振興課長 維持管理計画書との関係ですけれども、改良

区さん等々とよく相談をさせていただいて、県のほうに要望していくような形

で考えていきたいと思います。 

〇柳 勝次議長 次に、加藤教育長。 

〇加藤信幸教育長 ２点です。１点目の家庭教育等についてですが、親子

の話ありましたけれども、初めて昨年実施しまして、これは県の方針で５年

生の保護者というセッティングがありまして、やってみたところ、それでは遅

いということで、今年はもう就学前の全員集まる機会ということにセッティン

グをいたしました。やはり親でも来ていただきたい方はなかなか出席されな

いわけです。何らかの働きかけする。ならば、新入学の説明会に皆さんが

来るときに、学校で全員対象にするとか、幾らか方法も改めております。 

  それから、地域でやっぱり限度があるのではないかというお話でしたけ

れども、そのとおりだと思います。地域で何が家庭教育に支援ができるかと

いうのは、先ほど申し上げましたように、やっぱりその親たちも地域に住ん

でいると。地域には、お話ありますように、子育てのベテランもいますし、や

っぱり地域の方とのかかわりで生きていくわけですから、やっぱり毎日の子

連れのお母さん方にちょっと声をかけるとか、子供に声をかけるとか、そうい

う土壌づくりの中で、困り事の相談なんかもできるような土壌ができてくるの



ではないかなと。１回の親子だとか、１回の講座だとか、そういうものを聞い

て、参加して、解決できる問題ではないと思うのです。だから、そういう地域

づくりというのは、私は大事かなというのはいつも思っているわけです。実際

私なんか孫がいまして、やっぱり嫁さんが道路を連れて歩くと、ほとんどの

人は何か声かけてくれるのです。親ではなくて、その子供に。そういう触れ

合いというのは、やっぱり地域づくりしかないのかなというような気がいたし

ます。 

  お母さん方もやっぱり忙しいであるとか、やっぱり親となるいろんな資質

のこともお話し申し上げましたけれども、やっぱり親となったからには、親自

身の責任というか、自覚において、やっぱり地域の中に入っていくということ

もこれまた大事だと思うのです。昔のように、修養団の話ありましたし、婦人

会の話もありましたけれども、そういうシステムもないし、また地域の方が悪

い子供をどなるような、そういう場面も少なくなったと、そういうのをもう一回

取り戻そうということだと思うのです。 

  教育基本法の話がありましたけれども、戦後 60年たって、初めて教育

の憲法である教育基本法が改正された、その中に家庭教育という条文が入

ってきたこと自体が私なんか実に寂しい話であります。その教育基本法に

は、保護者は子の教育について第一義的責任を有すると、当たり前のこと

なのです。ところが、当たり前のことが当たり前ではないことを特にうたわざ

るを得ない社会ということを見た場合、やっぱり子育ては、親はそれは第一



義責任ですけれども、将来の日本を担うであろう子供たちを社会全体で何と

かしなければいけないというのがこの法律の条文の裏にあるのではないか

と思います。その中で、いろんなシステムというのをつくるのが必要ですけ

れども、やっぱり子育てというのは、これをこうしろ、こうしろという上から目

線ではなかなかできないものがあると思います。ですから、とりあえず親を

やってみたりとか、それからいろんな地域の方々に、区長会でもお願い申し

上げているのですけれども、子育て中のお母さん方に声かけてください、お

誘いしてくださいという、そういう地域づくりを教育委員会の立場でもお願い

しているわけであります。 

  それから、さわやか相談員、親からの相談も受けれるようなシステムに

変えたけれども、なかなか数がふえません。これも相談を受けてもらいたい

人がなかなか来ていただけません。そうすると、出向く相談となります。そう

すると、一定のシステムづくりが必要である。そうした場合に、いろんな人間

関係、プライバシーの問題、信頼関係等々ありますので、この辺についても

先ほど県というお話ありましたけれども、県に相談してみます。こういう提案

があったということは。ただし、やっぱり私は今ある中で、子育て中の親をど

うやって地域がやっぱり声をかけていくか、そこからやっぱり始まっていくの

かなという気がしております。 

  答弁にはならないかと思いますけれども、見解を述べさせていただきまし

た。 



〇柳 勝次議長 最後に、岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 改良区の問題で、大変大きな問題を提起をされたわけで

ございます。改良区の総会に出席させていただいて、それで維持管理、これ

にもう一番大変なのだと。機械は古くなってくる。そして、圃場、整備をされた

圃場が崩れるということはないですけれども、最初の整備の状況でなくなっ

てくる。そういうようなものを整備をされたような状況に戻しながら、農業をや

ってくださっている人は取り組んでいただいている。それは聞いております。 

  それで、今話を聞いても、本当に大変だなと思ったのは、嵐山町に担当

がつくったか、何がつくったかわかりませんが、嵐山町における農業政策の

今日的課題という一番根本のものがあるのです。それで、地方自治体の現

状と課題ということで、１番に書いてあるのが遊休農地の活用なのです。そ

れで、これは、その下の段のところに書いてあるのはどういうことかといった

ら、担い手への集積ということなのです。要するにやれる人のところに農地

を何らかの形で集めるような形がとれなければ、あっちこっち散らばってい

て、こっちがだめになった、あっちがだめになったといったら、今農業をやっ

ていただているその優良農地がもうすぐ耕作放棄地になってしまうわけです。

ですから、いかに優良、耕作放棄地をどうにかしなければいけないというこ

とはあるわけだけれども、その前に今の優良農地を今のまま維持をしていく

ということがなければ、これは耕作放棄地になってしまうわけですから、そう

いうことだなというふうに聞いておりました。 



  そして、今度の連立合意の中に、戸別補償を実施をして、農業を再生を

させるというのがあるのです。戸別補償をする。要するに生産価格と販売価

格と差ができたところは、一定のこの部分からマイナスになってしまった部

分については国が面倒見ますよということだというふうに説明を聞いており

ます。そういうことをやって再生をしていくというふうに。しかし、今新聞で書

かれている内容の中に、遊休農地ではなくて、農地を集約化する関連予算

というものが含まれているのです。それで、そこのところはまだ割り振りがで

きていないから、引き上げるという話が出ているのです。これは吸い上げる。

一たんやるというふうに政府で決めたわけだけれども、それはそうではない

よと。これほかのところにどうする、見直しということですから、どうなるかわ

かりません。また同じように出てくるかもしれませんけれども、一たんそうい

うものがなくなっている。要するに国では今何を一番必要かといったら、その

耕作放棄地を、国を挙げてそこのところにお金をかけてくるわけだけれども、

それと同時に、優良農地を優良農地のまま持っていかなければいけないわ

けです。ですから、そういうふうなものの予算が引き上げられたりなんかした

のでは、なお今まで以上いい方向には行かないのは目に見えているわけで

す。ですから、そういうものについては、これから農業をやっているこの地域

の、嵐山町の首長としては当然ですけれども、農業をやっている皆さん方、

それと町を挙げて、そういうものに対していろんな形で取り組んでいかなけ

ればいけないなというふうに思っています。 



  それで、解決策というと難しいことになってくるということなのですが、今

答弁の中に、職員ができない、その内容に、技術的な内容がほとんどなの

で、できないということなのです。それで、議員さんは、そんなことないよとい

う話なのです。ですから、どこからどこまでなのだかわからないので、これは

勉強させてもらいます。それで、問題は、そういうふうにできない、できないと

いうことで、できない形でいった場合には、優良農地が、何度も言いますけ

れども、耕作放棄地になってしまうわけですから、そうすると今以上に金が

かかるということは間違いがないわけなのです。もとへ戻すのには。ですか

ら、やるとしたら今やっていかなければいけないというのが一番です。 

  それで、これが一部の土地改良区だけの問題ではないと思うのです、こ

のことというのは。改良区全体、全体というのは、埼玉県の問題ではなくて、

日本の国土をどうやって守っていくかという根本の問題なのです、これは。

ですから、そういうことがもうできないわけです。県だって、農業関係の職員、

今年２けたの人数が減ったということです。そういうような状況の中で、市町

村がどこまでできるかということになるわけですけれども、どこかが、だれか

がやらなければ国土は守っていけないわけです。そういうのが一番わかっ

てきているというのは、実際は農業をやっている地域の人でないとわからな

いわけです。ですから、そういうのがわかっているこの嵐山町では、できる

対応はしっかりやらなければいけないというふうに私は思います。 

  それで、できないと言うのは簡単なのですけれども、それならどうすれば



できるかという視点で、もう一回今言った技術的な問題が本当にだめならだ

めです。だけれども、どうすれば、どういう人がどういうふうにつけばできるよ

うになるのか。それで、お金がどういうことでだめなのか。そういうことをもう

一回真剣に考えて、それで優良農地が耕作放棄地にならないように、そして

耕作放棄地が、土地が集約できて、優良農地になるように、嵐山町の農地

がしっかり、ご先祖様からお預かりした状況がまた次代に送れるように、そう

いう対策をしっかり、今こそしっかりやっておかなければいけないと改めて感

じました。 

  そういう中で、策定計画の変更手続きが大変お金がかかるということを

改めてわかりましたので、その軽減策というのは具体的に話ができなくて申

しわけないのですが、１つには２年、３年かかって改良区でやれるのが１年

ではなければだめよということであるとすれば、２年、３年かけてやる分のと

ころの、もう１年でやってもらって、それでその間土地改良区で３年かかって

負担金なりなんなりが集まるとしたら、その分のその間のことが町ではでき

ないか、あるいは県ではできないか、ほかの農業団体ではできないか、いろ

んな考え方というのが出てくると思うのです。金がないのですから、知恵を

使って、汗をかいてやれるように、もう一度しっかりこれ考えてみたいと思っ

ています。 

〇柳 勝次議長 長くかかりますか。一般質問の途中ですが、暫時休憩い



たします。 

          休  憩 午後 ２時３８分 

 

          再  開 午後 ２時５３分 

〇柳 勝次議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続行いたします。 

  既に安藤議員の再質問に対する答弁が終わっております。再々質問ど

うぞ。 

  安藤欣男議員。 

〇11番（安藤欣男議員） それでは、再々質問をいたします。 

  農政につきましては、町長のほうから極めて大事なことだからということ

で、検討するようなご答弁がいただきましたので、力強く思っておりますが、

いずれにいたしましてもこの問題、土地改良区を解散すれば、これは維持

管理計画書も要りませんし、問題ないわけですが、そういうことがないほう

がよろしかろうということの中でやっているわけでございますので、よろしくお

願いをいたします。 

  それから、教育行政についてでございますが…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇11番（安藤欣男議員） 脅しているわけではないですよ。別に水利組合だ

って、つくれば、そうやってできないわけではない。ただ、それよりも改良区



があったほうがいいだろうという認識を新たにしていただくことの発言をさせ

ていただきました。 

  教育行政につきましては、教育長さんからご答弁いただきましたが、ただ

１点、親が親としての育つ力をつけるための学習だというふうに思いますが、

これ答弁がちょっといただけなかったというふうに思っていますので、お願い

したいと思います。人数が何でこういうふうになっているのかなという理解が

できませんので、好評でしたが、１回目は 76人参加、２回目が 20人参加と

なっているのですが、この点についてお伺いします。 

  それから、家庭教育相談員につきましては、既に実施をしている先進地

も県内にもあるのです。そういうものを踏まえて、私は提案をさせてもらって

いるつもりなのですが、その点について何か情報をもらっておりましたら、あ

えてお伺いしたいと思います。 

  それから、家庭教育、これは本当に人間としての個々が高まれば、それ

を見て子供は育つ、あるいは自分がきちっとすれば子供にもきちっとしたし

つけができるということでございますから、まずは大人がきちっとしなければ

なりません。そうしたものを親も子供も同じような目線で物が考えられるため

には、私は各家庭の中にどこか見えるところへ標語みたいなものを掲げて

おくと、これは毎日それを目にするわけですから、いいのかなと思っておりま

す。私は、先ほど申し上げた会に入っているのですが、修養団、日めくりの

暦を毎年受けます。いい標語が書いてあります。なかなか毎日めくれれば



いいのだけれども、めくらないのですが、ただ私は一番目につくトイレの中

へそれをかけています。それで、ああ、こういう思いもあるのだなというのを

見ると、再確認をしながら、日々を過ごしていきたいと思っています。なかな

か標語どおりに生きられませんが、わがままな人間でございますので、でき

ませんが、そういうのもいいかのなというふうに思っていますが、この点につ

いて何かございましたら、見解というか、お伺いできればと思います。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 土地改良区について、答弁はいいのですね。 

  それでは、答弁を求めます。 

  加藤教育長。 

〇加藤信幸教育長 それではまず、おわびを申しますが、答弁漏れかもし

れませんが、親の学習講座、これは多分教育委員会が出した点検評価をご

らんになっていただいた。ありがとうございます。詳しくは、１回目というのは、

菅谷小学校、七郷小学校、志賀小学校、それぞれの学校で学校ごとにやり

ました。これを合わせたのが第１回の講座で、その 76人であります。２回目

というのは、役場で全部の小学校の５年生の親御さんに声かけて、やって

いる。20人でした。参加者が非常に少ない。ですから、そのやり方を工夫し

て、今度は就学時健診のときに、これから上がる、入学するお子さん全部の

就学時健診のときにまず１回やりましょうと。それから、さらにもう一回、今年

は計画しています。やる中で工夫してみたいと思います。 



  それから、２つ目が標語みたいな、合言葉みたいなものということで、実

は今年、今年度、町の社会教育委員会議で子供の健全育成にかかわって、

子供自身がどうあるべきか、親自身がどうあるべきか、また地域がどうある

べきか、子育て支援に関して、あるいは健全育成に関して合い言葉みたい

なのを今検討してもらっているところです。それは、どういう形で出せるかど

うかは、またこれから研究してみたいと思います。 

  いずれにしましても、議員さんからご質問いただいた家庭教育等につい

ては、大きな意味では子育て支援にかかわることですので、現在町では後

期の次世代育成支援行動計画をこれから具体的に作成していくわけですけ

れども、ご提案等の趣旨は、そこにも生かせるものは生かしていければと思

います。ですから、家庭教育の指導員のあれについては、具体的なものを

見ていませんけれども、何か熊谷市ではやっているようなことを聞きましたし、

また県に先進的な例がありましたらお聞きして、少し勉強させていただきた

いと思います。 

〇柳 勝次議長 どうもご苦労さまでした。 

 

          ◇ 河 井 勝 久 議 員 

〇柳 勝次議長 続いて、本日４番目の一般質問は、第７番議員、河井勝

久議員。 

          〔７番 河井勝久議員一般質問席登壇〕 



〇７番（河井勝久議員） 第７番議員、河井勝久です。議長のご指名を受け

ましたので、通告書に従って一般質問させていただきます。私は、大きく分

けて２点を質問いたします。 

  初めは、防災対策であります。７月から８月にかけて、中国地方、九州地

方で集中豪雨による水害、静岡を中心とする東海地方の地震発生で被害

が出ました。当町も、この中国地方の岡山県で水害があったときに、埼玉新

聞、直後ですけれども、ハザードマップが出ていまして、利根川水域、それ

から荒川水域等々の水害が発生するであろうというところが示されておりま

した。これ、私、県発表というふうにしたのですけれども、新聞発表を見まし

たので、そういう質問させていただくわけでありますけれども、そういうことで

ご理解をいただければというふうに思っているのですけれども、水害発生地

区として志賀２区、これ志賀２区というと、志賀２区全体というふうにとらえら

れると困ると思いますので、この辺も出ていたのは志賀２区のかなり滑川寄

りの部分、私の推測では市野川あるいは粕川が流れ込む付近、あるいは川

島の川がそこに合流付近の一帯だろうと思うのですけれども、そういうふう

に判断をしたので、志賀２区という形をとったのですけれども、これが志賀２

区全体の人にそういうことでの不安感を与えたということでは、私のほうも質

問の内容がちょっと困るのかなと思ったのですけれども、そういう形でとらえ

ていただきたいというふうに思っているのですけれども。あと、深谷断層によ

る地震発生被害の大きさというのも、これも示されております。災害は予期



でませんけれども、対策が必要であります。これまでも各地方で震災や災害

が起きているたびに、当議会でもいろんな質疑や対策等を問われてきてい

るわけでありますけれども、私も何度もこの防災の関係については質問させ

ていただきましたけれども、さらに進めて、防災の具体的取り組みについて

お伺いしたいというふうに思っているところであります。 

  ①は、災害発生でいつも問われるのが防災組織の取り組みであります。

とりわけ近所の助け合い、隣同士の助け合いというのが一番重要な問題で

あるというふうに言われているところでありますけれども、当町の七郷地区

に１つの自主防災組織ができているわけでありますけれども、その取り組み

については進んだのかどうか、お伺いしたいと思います。 

  それから、災害発生後に食料品の確保というのは、これは人間が生きて

いく上には重要な問題であります。過日の決算委員会でも出ておりましたけ

れども、まずは町の防災備蓄倉庫、役場のところにあるわけでありますけれ

ども、答弁の中でも、アルファ米などで一時しのぎをしていくと。翌日から県

防災センター、それからさらに民間支援との、そういう支援を得ながらやって

いきたいと。今の防災倉庫の中に食料品も含めてさまざまな機材などもある

と思いますけれども、実質災害が起きたときに、あるいは足りないものがど

んなものが足りないのか、その辺のところもお伺いしておきたいと思います。 

  それから、災害時における水の確保というのは、生活の中での一番の問

題だろうと思います。水道の断水などですぐに必要となるのが水であります



けれども、給水の確保、嵐山町に給水車がないだろうと思いますので、この

給水車の対応というのはどのようになっているのかがお伺いしておきたいと

思います。 

  それから、建物の倒壊とか道路の支障でライフラインそのものがかなり

変わってくるのだと思いますけれども、民間の協力でライフラインの復活を

急がなければならないわけでありますけれども、地元業者の協力がどのよ

うな形で対応してもらえるのか。この対応策について、ひとつお伺いしておき

たいと思います。 

  それから次に、町内の商工業の活性化であります。経済不況によって景

気の悪化が今中小零細企業にとっては大変な状況にあるし、商業者にとっ

ても大変厳しい状況が生まれているというのはもう既にいろんな議論がされ

ているわけでありますけれども、町内商工業者の声、これも聞こえてきます。

また、特に市町村合併で、嵐山町の業者が、市町村合併によって入札制度

が電子入札化されてしまって、その合併したところの地域が地元優先の業

者を使っていくということで、他町村から取引や何かから締め出されてきて

いるというふうにもお聞きするわけでありますけれども、そういう面で一層の

厳しさが出ているのだというお話も伺っております。そこで、町内業者の商

店街等の活性化を図るために、具体策については何点かお伺いしたいと思

います。 

  不況によって、廃業や倒産があったのかどうか。 



  それから、町内業者の発注は減少していないかどうか。 

  電子入札による契約制度で地元業者の育成が図られるのかどうか。 

  それから、４番目としては、商工業者の後継者問題についてであります

けれども、現状認識と対策についてお伺いいたします。 

  以上、答弁をお願いします。 

〇柳 勝次議長 それでは、順次答弁を求めます。 

  まず、安藤総務課長。 

〇安藤 實総務課長 それでは、お答えをさせていただきます。 

  １の①、自主防災組織でございますけれども、進んでいるのかということ

でございます。進んでおるわけでございまして、七郷の防災会、昨年の６月

に設立をいたしまして、今年も何回かの会議を開催をし、間もなく防災訓練

も実施をするというふうな予定になっております。 

  それから、補正予算の審議でもあったわけでございますけれども、経済

危機対策臨時交付金、これをいただきまして、この機会に町内に一斉に自

主防災組織をつくっていただこうと、こういうこともございまして、１つ防災倉

庫を整備しながら、各地区に今の自主防災組織をつくる進め方を区長会さ

んに集まっていただいて、１度説明会を開催をいたしました。今月は、役員

会の中で具体的にどことどこにどういう形で自主防災組織をつくったり、防

災倉庫をつくったりしていこうかという会議を持っていただく予定になってお

ります。また、来月は、中越地震の被災地を視察をされるということでござい



まして、なお一層認識を深められていくのではないかなというふうに考えて

おります。 

  次に、防災備蓄庫に足りないものでございますけれども、大変お恥ずか

しいのですけれども、本当に多数ございまして、申し上げさせていただきた

いと思いますけれども、食料につきましては、深谷断層に想定地震が変わ

ってまいりまして、大きな量が不足をしております。現在の備蓄量はわずか

でございまして、不足する食料が１万 1,384食、それからこのほかにも乳

児用の粉ミルク、缶詰、レトルト食品等々ございます。それから、生活必需

品、不足するものは紙おむつですとか、肌着ですとか、日用品、災害時の要

援護者向けの用品、これも等々でございます。それから、応急給水用の資

機材、こちらにつきましては災害用の浄水器、これは一定数量確保したいと

いうふうに考えております。次に、防災用の資機材でございますけれども、

仮設のトイレ、救助用の機材、移送用具等々でございます。それから、医薬

品でございますけれども、消毒剤、止血剤、各種疾患用の薬剤、衛生の用

品等でございます。 

  次に、③の給水の確保と給水車の対応でございますけれども、給水につ

きましては、河井議員さんご指摘いただきましたとおり、極めて大事だという

ふうに考えておりまして、防災計画上も、町が行う業務といたしまして、被災

者に対して最小限度必要な飲料水の供給を行うと。災害を受けたばかりで

ございますので、そういうふうなことになっておりまして、同時に給水施設の



応急復旧に当たるというのが町の業務になっております。飲料水の供給の

基準でございますけれども、災害発生時から３日間は１人１日３リッター、そ

れから 10日目までが１人１日 20 リッター、全人口で必要量を算出いたしま

すと、最初の３日間が 180トン、その後の７日間で 2,800トン、災害発生か

ら 10日では合わせて約 3,000 トンというふうな量になるわけでございます。

計算の上では、上下水道課で整備しております緊急遮断弁つきの配水タン

ク、この量が、この２つの量で合わせて6,200トンになるのでしょうか、十分

計算の上では賄えるというふうなことでございますけれども、道路等が寸断

をされているというふうなことになりますと、とても、あっても飲料水として利

用ができない状況でございまして、先ほど申し上げましたような災害用の浄

水器、この一定量をどうしても確保したいというふうに考えております。なお、

給水車につきましては、防災計画上、整備する予定にはなっておりません。 

  それから、地元業者の協力、対応でございますけれども、水道の復旧、

ただいま申し上げました復旧については、これは地元の水道業者の協力を

いただくというふうなことになっておりまして、協定は結んでございませんけ

れども、計画上はそういうふうな位置づけになっております。そのほか、いろ

んな形で業界ですとか、あるいは近隣の市町村ですとか、そういったところ

と昨年の12月の電気設備等の復旧に関する協定、これ電気工事工業組合

と協定をいたしましたけれども、これ等６つの協定を町は結んでおります。こ

のほかに、今後協定を進めるという、防災計画上、計画になっておりますの



が食料品関係、これ食料品の製造している町内の工場と応援協定を結ぼう

と。それから、医薬品につきましてはドラッグストアと、衣料品については衣

料品の量販店と結ぼうというふうな計画になっております。さらには、飲料水

の提供協力に関する協定というのを災害対応型の自動販売機の設置業者

と結ぶ予定にもなっております。まだこちらの部分については進んでおりま

せんが、計画ということでございます。 

  次に、２番の②、町内業者への発注、減少していないかとご心配をいた

だいております。町内業者の発注状況でございますが、過去、平成 20年の

決算と過去のデータで比較をしてみました。平成 20年度の 30万円未満の

工事、これは小規模登録業者実施しておりますので、こちらは 100％町内と

いうことでございます。30万円以上ということで申し上げてみますと、町内業

者の発注件数が 44件、これ全体の約51％、金額にして１億1,460万円と

いうことでございます。この数字は、平成 19年と比較いたしますと、19年は

近年になく町内業者に発注した割合が高かったものですから、これと比較い

たしますと 2,500万ばかり減少しておりますけれども、16年、17年、18年

の決算数値と比較をいたしますと、それぞれ 20年度の金額のほうが上回っ

ておりまして、町内業者への発注が着実に増加をしているというふうに読み

取れるというふうに思います。業務委託につきましても、金額で申し上げま

すと、20年度の金額が１億 1,671万 2,000円、これは 18年、19年と比

較いたしまして、178万 5,000円、610万 8,000円とそれぞれ増加をして



いるということでございまして、業務委託につきましても町内業者への発注

が増加をしているというふうなことでございます。 

  次に、電子入札による契約制度の関係でございますけれども、電子入札

につきましては透明性が高く、入札参加者同士が顔を合わせないというふう

なことで、談合防止に効果があるというふうに言われておるわけでございま

す。３年ほど前になるわけでございましょうか、地方自治体の相次ぐ談合等

の不正行為が世の中を騒がせたわけでございますけれども、これを教訓と

いたしまして、各自治体が入札制度改革ということで取り組んでおるわけで

ございますけれども、埼玉県内でも県と市町村でこの電子入札の共同シス

テムというものを構築をいたしまして、運用が始まったわけでございます。平

成 21年度は、嵐山町を含め、新たに 22市町が加わりまして、53自治体と

なりました。本年度は準備を行いまして、平成 22年度から模擬入札を実施

をし、実際の運用は平成 23年度からというふうに予定をされております。町

内業者の関係でございますけれども、昨年２回説明会を開催をいたしました。

今後も商工会と連携をいたしまして、町内業者の参加がしやすいように、懇

切丁寧な対応を図ってまいりたいと、このように考えております。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 最後に、水島産業振興課長。 

〇水島晴夫産業振興課長 ２番の①の不況による廃業、倒産はあったかの

まず①の質問ですけれども、昨年の９月以降の数字ですけれども、倒産、こ



れは商工会のほうのデータなのですけれども、倒産が３件、それから不況に

よるということではないのですけれども、後継者不足によって商工会の会員

から外れた方というのが７件、それから解散で１件という数字を伺っておりま

す。 

  それから、④の商工業者の後継者問題についてなのですけれども、これ

につきましては、商工会の構成会員で 461名あって、特に後継者ということ

でなかなか拾い切れない部分もありまして、青年部の構成員について調べ

ていただきました。それで、青年部の構成員が 29名、そのうち小売業が６

名、サービス業で６名、卸売業で２名、建設業で 13名、製造業で２名、建設

業については全体の建設業の会員の方が 102名いて、13名で、後継者が

建設業についてはある程度いるのかなという数字をいただいております。あ

と、商工業については、なかなか後継者が、青年部の構成を見ると、少ない

のかなというふうに伺っております。 

  それと、対策等ですけれども、実際の後継者の実数というのがわからな

くているのですけれども、商工会等の構成員の中で、特に青年部に参加を

していただいて、組織として、青年部の組織として活躍をしていただいて、な

るべく後継者等がふえていければというふうに考えております。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 河井勝久議員。 

〇７番（河井勝久議員） それでは、再質問させていただきます。 



  防災設備で足りないものというのが大変あると。確かに１つの町ですべ

てのものが賄えるというのを集めるというのは大変なことだろうというふうに

思っています。災害が発生する場合には、当町だけでということではなくて、

多分地震になったと、相当広域化してくるというふうに思っているのです。と

りわけ深谷断層の地震は、そういうもののシミュレーションなどもいろんなも

のが出ていますから、そうなってくると、広域でいろんな助け合いもあるのだ

ろうと思いますけれども、県の防災センターでの物資も、幾つか県の中には

あるのですけれども、とりあえず一番近いのは川島でありますけれども、そ

ういう面でいくと、事嵐山町だけでというふうにはならなくなってくるのではな

いかなというふうに思っているのですけれども、そういう面でいくと、どうして

も必要なものというのはやっぱり取りそろえていくというのが一番いいのだろ

うというふうに思っています。その都度、いろんな災害の状況によって取りそ

ろえるものというのは変わってくるものもあるのだろうなと思うのですけれど

も、そういうものでの検証というのは、いろんな地域的な災害のものを見て、

しているのかどうか。取りそろえるものについても、ああ、こういうものが不

足だったのだなとか、そういうものでの検証というのはしていっているのでし

ょうか。 

  私は、一時的にはストックで無駄だなというふうに思うようなものも、いざ

というときには役立つというものもあるわけであります。小さなものも大きな

力になっていくということは、私は阪神・淡路大震災の後、神戸を視察させて



もらった機会があるのです。長田区は、木造家屋が非常に多くて、零細企業

が多くて、ゴム長靴だとか、家内工業でそういうものに携わっているところで

火災が発生しました。一番火災によっての被害も大きかったところで、助か

った人に帰するところがあったのですけれども、これは前のときにも話したこ

とあるのですけれども、木造家屋で倒壊したと、もう重機も入ってこられない

状況だと、道路も何もずたずただと。そこに埋まっている人をどうやって助け

るかと。声がするのだけれども、人手ではどうしても持ち上がらないはりだと

か柱だとかの下敷きになっていると。いわゆる大工さんだとか、左官屋さん

なんかもいなかったと。余りにもいないと。バール、これを持っている人がい

ないのだと。何軒かがバール持っていると。バールの力というのは、20人か

ら 30人分の力を出したというのです。人間の手で外れない柱とはりは、バ

ールを１本入れて、こじることによって、柱とはりが外れると、ぬきが外れる

から、それからバールの力はてこがわりになって、人間が入れないようなす

きでも柱をバールの力で持ち上げることができて、人間がそこに入れて、人

が助けられたと。この力というのは物すごかったですというので、ああ、そう

いうことなのですかねというのを私も初めてそこで知ったのです。ですから、

そういうものでは、やっぱり木造家屋が多いときには、そういうものもやっぱ

り無駄なものかもしれないけれども、やっぱりそれ取りそろえておくことが必

要なのですよということをあそこに視察に行って初めて聞かされたのですけ

れども、そういう面でいくと、やっぱり検証はしておく必要があるのだろうと思



います。その検証についてはどうするのか、ひとつ聞いておきたいと思いま

す。 

  それから、ライフラインの復旧の問題で、まず水と電気、ガス、それから

通信網、道路の復旧整備、これはまず優先されるべきだと思いますけれど

も、水道が止まった場合の給水というのは、先ほどもそれぞれ１日目、２日

目、３日目というので供給トン数も出てきたのですけれども、冬の災害と夏

の災害ではえらく違うと思うのです。トイレや何かも必要になってきますし、

この前、越後川口に行ったときには、あそこ大きな魚野川という川が流れて、

信濃川等もありますので、自衛隊が来て、水を浄化して、供給してくれたと。

これによってふろや何かに入れたと。非常にありがたかったという話もある

のですけれども、そういう面でいくと、まず水の確保の問題の中で、給水が、

単なる町の給水タンクだけで今対応できるという話だったのですけれども、

実質的にさらに応援を求めるということになってくると、県になるのか、自衛

隊になるのか、民間業者になるのか、そこら辺ももう少しお答え願えればと

いうふうに思っています。 

  それから、地元業者との対応、今までいろいろなお願いし、協定もしてあ

るということであります。とりわけ建設業者や水道業者、これについて今嵐

山町で、これから新たに変わってくるかもわかりませんけれども、例えば重

機類を持っている建設業者がどのくらいあって、１台は自分のうちで使うけ

れども、１台は余っているから、町のほうに貸し出しできるよというようなもの



があると、その中でその重機が使える、あるいは運転免許証を持っている、

大型特殊免許を持っている人というのがどのくらいいるのか、そういうものも

やっぱり１つはおれはやれるよというものの登録というのは必要だろうと思う

のです。そういうものの人の、例えば看護婦もそうです。隠れ看護師という

のはいっぱいいると思うのです。そういう人たちが、いざ救急のいわゆる人

命救済なんかのときには包帯を巻くのだとか、いろんなものについてはかな

り手伝ってもらえるという話だったのですけれども、そういう面でいくと、そう

いう隠れ看護師や何かも、ある程度把握しておく必要があるのだろうと思う

のですけれども、その辺のところはどういうふうに考えているのか。 

  先ほども言ったように、重機類を提供してくれる台数だとか、あるいはそ

れに対する燃料、これは燃料の確保も大事な問題ですから、そういう燃料

代の問題なんかも含めて、ある程度町は考えとしているものがあるのだろう

というふうに思っています。それは、機械が使える人夫の問題だとか、免許

証の問題だとか、あるいは所有者の把握の問題、そういうことについての協

議を十分行っていっていただければというふうに思っているのですけれども、

もう一度お聞きしておきたいと思います。 

  それから、廃業、倒産はこれだけの数があるということを聞きました。町

の中を歩きますと、かなり活性化がなくなっているのかなというふうに思って

いるのです。町内業者への発注、納品の関係、答えていただけたのですけ

れども、役場なんかもパソコンなんかによって業務がかなり変わってきまし



て、役場職員でできるものがかなり多くなってきているというふうに思うので

す。この間も議会の中で、決算委員会の説明書なんかももう役場の職員が

つくっていたと、そういう関係もお話を聞きますと、こういう仕事量というのは、

職員でもできる仕事量というのはかなりふえてきたのかなというふうに思っ

ているのです。いわゆる外注がなくなって、どのくらいの割合でそういうもの

がふえてきたのかどうか、対応できるものがふえてきたのかどうか、その辺

のところが、町内業者に今まで外注して、納品させてというのがあるだろうと

思うのですけれども、そういう面ではどのくらいのしわ寄せも出たのかどうか、

このデータでは余りないような感じなのですけれども、そういう面でお聞きし

ておきたいと思います。 

  それから、合併によって、地元業者を、合併した町が自分の業者を使うと

いう形で、かなり業者締め出しが起きてきていると。外からの業者締め出し

が起きてくると。そういう中で、さらに入札制度が入ってくると、特定業者だけ

が入ってしまって、なかなか小さい業者が入れないというようなお話も、この

合併の中でもデメリットの部分で聞いているわけでありますけれども、そうい

う形では町の業者が締め出されていることがあるのかどうか、お聞きしてお

きたいと思います。 

  それから、学校の先生や何かが異動によって、人事異動なのですけれど

も、よってかわりますと、とりわけクラブ活動なんかに熱心な先生が出入りす

ると、その先生とともに他町より業者がついてくると。その先生が、この業者



のものがいいよと、これを使えとかという形でクラブの子供たちに言って、そ

の先生と業者が一緒についてきてしまうと。そういうことで、今まで地元の業

者がいろんなものを納めていた、あるいはスポーツ用品や何かも含めてな

のでしょうけれども、納めていたものが取り消されてしまうと、取引がされなく

なってくるということがあるというお話なのですけれども、過去にもそういうこ

とが嵐山町にはおったかどうか、お伺いしておきたいと思います。 

  それから、入札制度の問題でありますけれども、電子入札による契約が

始まると、随意契約も含めてすべて電子入札になるのかどうか。それから、

競争入札や指名入札、随意契約、この違いがどこにどういうふうにあらわれ

てくるのか、おわかりになりましたらお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、先ほど入札制度になる関係で、商工会を中心に２回ほど説明

会を開いたということでありますけれども、それでもまだまだ理解がされてい

ない人というのはいるのだろうと思いますし、パソコンも入っていないような

人もいるというふうには思うのですけれども、町内業者の電子入札制度の

導入についての説明というのは、この２回、これからもするということですけ

れども、十分だったのかどうか。また、業者がどれだけそのことについて熟

知しているのかどうか。それから、どのくらいの範囲の業者まで、商工会と

いう形だったのですけれども、いろんな人が参入できるわけでありますし、ペ

ーパー会社での参入もあると思うのです。それで、ほかに下請けや何かに

受けさせていくと、こういうこともあるということをお聞きしますので、その範



囲はどんなふうにされているのかどうか、お聞きしたいと思います。 

  それから、後継者の問題、商店街の活性化というのは人が集まるところ

から始まるというふうに思うのですけれども、私も今までいろんな町を見てき

ました。最近は、シャッター通りのシャッターが閉まっているところが非常に

目につきます。買い物などに行って、たまには商店の人に聞くことがあるの

ですけれども、一回店を閉めてしまったらもうどうにもならないという話でした。

何が原因かというのは、いろいろとあると思うのですけれども、１つは後継

者がいないと、１つは子供が家業を継がないと、それから店主が自分でもう

高齢化したりなんかして、自分がやれなくなったら廃業せざるを得ないという

声があるのです。当町も同じようなことが言えるのではないかと思うのです

けれども、青年部の構成の中でこういうことがあって、さらに家業を廃業して

いくということではますます町の商工業の活性化というのがなくなってくるの

だと思いますけれども、そこでもう一度、認識と対策について、あったらお伺

いしたいというふうに思っています。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 それでは、順次答弁を求めます。 

  まず、安藤総務課長。 

〇安藤 實総務課長 それでは、お答えをさせていただきます。 

  災害の関係の必要な備蓄をする場合の機材、資機材、これを河井議員

さん、バールというふうなお話しいただいていますけれども、バールも河井



議員さんからもそういうふうなお話伺いまして、これから備蓄をするものの中

には必ず入れていきたいというふうに考えております。 

  それから、阪神・淡路大震災のこれビデオでございますけれども、その中

からはジャッキ、これが大変役に立ったというふうなことも聞いていまして、

これも整備をしたいというふうに考えております。 

  我々もいろんな機会、県の消防防災課が主催する講演会ですとか、ある

いは議員の皆様方と一緒に行った視察ですとか、いろんな機会を通じてで

きるだけの災害被災者の声ですとか、あるいは実際に救助に当たった方々

の声、そういったものを参考にして、嵐山町の資機材の整備に当たっていき

たいというふうに考えております。 

  次に、給水の関係でございますけれども、議員さんは、ライフラインの復

旧に、地元業者を事前に把握をして、登録をして、いざというときにはお願い

をする、そういったシステムをつくっておけるだろうというふうなことでござい

ます。先ほどもちょっと申し上げましたけれども、災害の復旧工事について

は、資材、これは県があっせんすると、それから技術者、この技術者も県が

あっせんをするというふうなことになっております。それから、応急の復旧工

事は、先ほど申し上げましたけれども、町内の指定をされた、水道でいえば

指定工事店、そういった方にお願いをしていくというふうなことでございます。

なお、災害救助法が適用になりますと、復旧に係る費用はすべて国の負担

というふうなことで実施ができるわけでございます。 



  次に、町内業者の発注のあり方ということでございますけれども、嵐山町

では平成 19年度から嵐山町の入札制度改革ということで取り組んでまいり

ました。１つは一般競争入札の導入、それから嵐山町の今まで取り組んで

きた契約、入札の仕組みがどうも法律に、果たしてすべて法律どおりに行わ

れているのかとか、東松山市で起きた問題、これは嵐山町、松山に限らず、

多くの自治体が同様の事務を進めておったわけでございますけれども、官

製談合防止法に抵触をするというふうなことも言われました。さまざまなこと

がございまして、この際、嵐山町もコンプライアンス、法令遵守でいこうと、そ

してすべてのことを嵐山町で新しく仕組みをつくっていこうというふうな、そう

いうふうなことになりまして、取り組んできたわけでございます。町内業者さ

んもすべて町の小規模業者登録、あるいは入札資格の参加申請登録、そう

いったものを受けていただくというふうなことも商工会を通じて業者さんにお

願いをいたしました。中には、それはおっくうだから、おれはいいよとか、い

ろんなことの理由によって出してこなかった方がたしか 10社ちょっとぐらい

ありました。それももう一度その業者さんに働きかけようと、嵐山町では町内

業者について随時受けておりますけれども、もう一度働きかけようということ

で、ぜひ嵐山町の新しいシステムにご理解をいただいて、参加をしてくださ

いというふうな文書を出して、お願いもいたしました。それによって、何社か

は参加をしていただいたケースもございました。いろんな今申し上げました

ような入札制度改革の中で嵐山町が進んできておりますので、そのことにつ



いてはいろんな機会をとらえて、商工会の総会ですとか、あるいは商工会の

建設部会ですとか、そういった機会をとらえて、お願いをしてまいりました。

ぜひその点についてはご理解をいただければというふうに思います。 

  それから、小さい業者が締め出されているような場合があるのかと。これ

は、嵐山町から締め出されているとか、嵐山町が何か障壁をつくって締め出

しているというふうなことはございませんで、今申し上げたような新しいルー

ルに従って、透明性や競争性を確保しようということでやっておりますので、

そういうことはないというふうに思っております。 

  それから、先生の異動で云々というふうなお話がございましたけれども、

嵐山町のシステムは、嵐山町に小規模登録業者、それから嵐山町に資格

申請を出した業者さん、そういった方を契約の相手方として選定をするとい

うふうなことになっておりますので、そういったことはないというふうに思って

おります。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 最後に、水島産業振興課長。 

〇水島晴夫産業振興課長 後継者問題の関係ですけれども、これにつきま

して、実数についてちょっと調査ができていなくて、申しわけないのですけれ

ども、今後商工会等と協議をさせていただきながら、実数の把握、またどの

くらいの後継者がいて、どうなのかというのもよく調査をさせていただいて、

今後の対応を考えていきたいと思います。 



〇柳 勝次議長 河井勝久議員。 

〇７番（河井勝久議員） 最後にちょっと聞きたいのですけれども、防災関係

でありますけれども、防災はやっぱり人づくり、まちづくりだというふうに思っ

ているのです。21年度の町長の施政方針で、まちづくり、防災について幾

つもの事業の推進を述べられております。年度の初めから既に半期が来た

わけでありますけれども、事業はどのくらいの進捗となっているのか。財政

支出の面も伴うことが多いわけでありますけれども、これから下期に向かっ

て、年度内までに対応できるものがどのくらいあるのか、お聞きして、ひとつ

終わりたいと思います。よろしくお願いします。 

〇柳 勝次議長 それでは、答弁を求めます。 

  安藤総務課長。 

〇安藤 實総務課長 それでは、施政方針の中の防災面での事業の進捗

ということで申し上げたいと思います。 

  防災広場の整備、これは役場の周辺でございますけれども、広場、連絡

道路、防災倉庫整備を予定しておりまして、調査設計の発注が終わりまして、

今その委託業者によって作業が進められているというふうなことでございま

す。 

  次に、地域防災計画の見直しでございますが、県との事前協議が終わり

まして、これからどういうふうな形で見直しをしていくか、内部の詰めを行うと

いうふうなことになっております。 



  次に、地震ハザードマップでございますけれども、プロポーザルによって

の業者の選定でございまして、これについては既に業者が決定をし、見積も

りをいただいて、発注の準備をしているというふうな段階でございます。 

  それから、避難所の看板でございますけれども、避難所の看板について

は、これは工事が終了しております。 

  最後に、一般住宅の耐震診断ということでございますけれども、これにつ

きましては都市整備課長のほうからご答弁いただきたいと思います。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 続いて、田邊都市整備課長。 

〇田邊淑宏都市整備課長 町は、木造住宅の耐震診断の補助ということで、

今年の４月から始めました。これにつきましては一定の要件がありますが、

昭和 56年５月 31日以前の建物、建築確認に基づき建築された一戸建て

の建物、または併用住宅、それについて補助を受けられます。これにつきま

しては、３万円という限度額等はございますけれども、これで今年の予算と

しては 30万、予算計上してございます。これにつきましては、今のところ、こ

の登録の申請は上がっておりません。 

  以上でございます。 

〇柳 勝次議長 どうもご苦労さまでした。 

 



          ◇ 清 水 正 之 議 員 

〇柳 勝次議長 続いて、本定例会最後の一般質問は、第 10番議員、清

水正之議員。 

          〔10番 清水正之議員一般質問席登壇〕 

〇10番（清水正之議員） 日本共産党の清水正之です。質問の前に、１カ

所訂正をお願いしたいというふうに思います。３番の「保険税」と書いてあり

ますけれども、「税」を消していただきたいというふうに思います。 

  それでは、質問をさせていただきます。今定例会が終わると、町のほうで

はいよいよ予算の準備が始まるかなというふうに思っています。そういう面

では、この間、検討いただくという回答がある３項目について質問をしたいと

いうふうに思います。 

  まず第１点は、市街地の道路の舗装についてですけれども、以前通学路

が、子供たちの通学路が舗装されていないために、雨の日には大変な思い

をしているというお話をいたしました。そういう面では、この通学路について

は市街地の中に、たしか 40とか 50とかという形であったと思いますけれど

も、調査をして、計画を立てて、逐次舗装をしていくという回答になっていた

かと思います。そういう面では、現在の通学路の舗装の調査、それから計画、

どのようになっているか、まずお聞きをしておきたいというふうに思います。

舗装についてはまだされていないかなというふうに思いますので、その点に

ついて、まず第１点お願いをしたいというふうに思います。 



  それから、２点目は、小中学校の入学準備の支度金のお話です。これに

ついては、ひとり親家庭の入学の支度金をということでお話をいたしました。

今月号の広報を見たときに、ひとり親家庭の就学支度金制度のご案内とい

うのが載っていまして、実現をしていただけたのかなというふうに思って、よ

く見ましたら、これ県の制度なのですね。そういう面では、県の制度ですと所

得制限もあるし、中学生だけということになっています。当時、私の話ですと、

１つは県の話も出しましたけれども、県のほうは所得制限があるので、せめ

て嵐山町の場合は所得制限を撤廃をして、ひとり親家庭に入学の支度金を

出していただけないだろうかというお話をしました。実はこの手の制度、その

当時もお話をしましたけれども、全県的には 26の自治体が実施をしている

ということで、町長そのものも支給をする方向で検討していきたいという答弁

もいただきました。そういう面では、午前中、川口議員の質問の中では、父

子家庭についてのは何か手当についてはやらないみたいな方向になってい

ましたけれども、入学準備の支度金について検討していただいたのかどう

か。また、もし検討していただいたのであれば、実施時期がいつごろになる

のか、まずお聞きをしておきたいというふうに思います。 

  それから、一部負担金の軽減についてです。これ窓口の一部負担金の

軽減についてですけれども、前回の議会以降、実は７月１日付で新たに厚

生労働省の医政局指導課長、それから社会・援護局保護課長、保険局国

民健康保険課長ということで、３者の連名で、生活に困窮する国民健康保



険の被保険者に対応するということで通知が来ていると思います。この中身

そのものは、１つは国保の一部負担金の軽減制度の適切な運用についてと

いうことと、もう一つは医療機関の国保、生活保護の連携によるきめ細やか

な対応でということで、医療機関の未収金の防止を防いでいくということでの

通知が来ているかと思います。そういう面では、いずれにしても国の方向と

しては、できるだけ早く実施をしていただきたいというのが国の方針だという

ふうに認識をしています。実は私もちょっと１件相談事があって、未収金と、

窓口の一部負担金の未収金を抱えているのですが、それも何とかしなけれ

ばいけないなとは思ってはいるのですが、全国では未収金が、医療機関へ

の未収金が 219 億にもなっているという統計も出ています。そういう点では、

今国民健康保険をはじめとして、住民の負担というのはますます多くなって

きています。せめて医者にかかる一部負担金の軽減の措置は実施をしてい

ただきたいというふうに思いますし、前回でも、前回もそのお話をしました。

そういう面では、要綱を整理をして、実施をしていきたいというような町長の

答弁もあったわけですけれども、新年度に向けてどういう対応をされていく

のか、お聞きをしておきたいというふうに思います。 

〇柳 勝次議長 それでは、答弁を求めます。 

  岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。 

  市街地の道路についてでございます。市街地の道路につきましては、小



中学校の通学路、これを調べてもらいまして、145路線で 25.6キロになる

そうです。そして、そのうち２路線が未舗装の道路ということでございます。

この未舗装部分の道路、川島地内の町道川島 12号線と町道川島 70号線

の２線、２つの路線で、未舗装部分の延長が２路線で 143.11 メーターとい

うことでございます。そういう状況でございまして、今度の対応はということで

すが、これらについてもほかの生活道路もありますし、いろいろある中で、他

と勘案をしながら、できるだけ早く準備をしていきたいというふうに思っており

ます。 

  入学準備金でございますけれども、前回ご質問をいただいております。

そして、いろいろ議員さんのほうから他の市町村の説明等もいただく中で、

ひとり親家庭については人数が少ないというようなことであるので、そういう

ことも今後検討して、できる状況があれば、今後やっていきたいというふうに

お答えをしているところでございまして、内部でも検討をいたしました。そして、

現状では、県のという話がありましたけれども、その状況で今後どういう推

移あるのか、現状ではそこのところで推移を見ていこう。現状のまま、嵐山

町としてはその状況でいきたいということで当面の結論を出して、現在に至

っている状況でございます。 

  それから、３番の問題でございますけれども、これにつきましては、これ

も議員さんのほうからご質問いただきました。そして、これについては要綱を

整備をして、できるだけ迅速に対応していきたいというふうに答えてあります。



それで、内部で事務方いろいろご苦労いただいて、つくっていただきました。

前のときに説明をいただいたあちこちのところがあるわけですけれども、先

進地というか、実際そういうふうにやっているところ、それらの数値の一番受

ける場合の有利というのですか、そういうような状況の数値をとりまして、要

綱の整備ができました。そして、それらをもとに 10月号の広報に掲載をして、

実施をしていく方向で準備を進めているところでございます。一部負担金の

減免、それから徴収猶予の問題等、その制度に入っておりまして、それらを

整備ができましたということでございます。 

〇柳 勝次議長 清水正之議員。 

〇10番（清水正之議員） それでは、２番目と３番目の問題について再質問

させていただきます。 

  現状のままということは、県の要綱はやるけれども、町単独の事業として

はやっていかないということなのだと思うのです。そういうことだと思うのです。

県の要綱そのものは、先ほども言いましたけれども、まず非課税世帯である

ことが条件になっています。それで、中学生のみというのが県の要綱なのだ

と思います。そういう面では、ひとり親家庭の場合は、ひとり親家庭の非課

税世帯というのはごくごく少ない、対象者は少ないのではないかなというふ

うに思います。そういう面では、県の要綱の対象者がどのぐらいいるのか、

もし課長のほうでわかったら教えてもらいたいというふうに思います。 

  それから、その当時、把握した限りでは、たしか母子家庭と父子家庭合



わせて 200人ちょっとぐらいだったと思います。対象がそのくらいですから、

入学支度金ということになると、ごく限られるというふうに思っています。そう

いう面では、これから新年度、４月に上がる人だけですから、対象者は母子

家庭、父子家庭合わせて、たしか 210人ぐらいだったと思うのですけれども、

その中の入学者、小学校、中学校の入学者のみということですから、そうい

う面では限られると思うのです。せめて県がそういうことをやっているわけで

すから、県だって新しい子供、新入学者、それから進級の中学生に上がる

人たちに、これ非課税世帯ですから、負担軽減というにはならないでしょうけ

れども、むしろ所得制限なんかなくして、やっぱりそういう人たちのお祝いの

気持ちというか、そういう意味を込めての入学準備の支度金ということで町

が実施できないかなというふうに思っています。そういうお話も前にしたかと

思います。そういう面では、入学準備支度金以外にも、全埼玉県の中では

何らかの形でそういう負担軽減の措置をやっている自治体が 26自治体が

あるわけです。先ほど午前中の中でも、小川町とときがわ町で始めたという

話もありました。それは、そういう面ではひとり親家庭に、ひとり親家庭の人

たちというのは所得そのものが非常に少なくなってきているし、まして新しく

子供たちが小学校に上がる、あるいは中学校になると、進級するという中で、

せめて町がそういうお祝い事、お祝いの気持ちをあらわしてもいいのではな

いかと。県がやっているそれをもう少し枠を広げて町が実施できないかなと

いうふうに思っています。そういう面では、前に就学奨励金は広げていただ



きました。そういう部分では、やはり子供たちがどういう形でこの嵐山町で育

っていくかというのも一つのやっぱり大きな町の財産にもなってくるのではな

いかな。せめて年間で幾らということではないのですけれども、そういう気持

ちを町があらわしてもいいのではないかなというふうに思うのですが、お聞

きをしておきたいというふうに思います。 

  それから、一部負担金については、10月の広報で載せるということです

から、10月から該当させていくということになるのでしょうか。それが１つで

す。10月の広報に載るということは、10月から該当させていくという、10月

診療から該当するということになるのでしょうか。具体的な中身をちょっとお

聞きをしておきたいというふうに思います。 

〇柳 勝次議長 それでは、答弁を求めます。 

  まず、小林こども課長。 

〇小林一好教育委員会こども課長 それでは、県のひとり親家庭の支度金

の支給制度、これで何人かということでございますけれども、20年の実績で

６人の支給と、嵐山町で６人の支給ということでございます。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 続いて、中嶋町民課長。 

〇中嶋秀雄町民課長 それでは、一部負担金の減免の中身ということでお

答えをさせていただきます。 

  まず、最初の 10月の時点から対象になるかということでございますが、



この制度につきましてはもともと規則上はございまして、今でも実際は対象

になるということでございます。ただ、議員さんお尋ねのとおり、その審査の

基準というものが明確化されていなかったということで、実際申請を受けた

場合に、どの方が該当になるのか、どういったケースが該当になるのかとい

うことが運用上明確でなかったと、それを明確にしたということでございます。 

  それから、中身の点でございますが、議員さんご承知のとおりでございま

すが、基本的には一部負担金の減免、３つのタイプ、やり方がございまして、

１つは一部負担金を全額免除するもの、それから一部負担金を一定程度減

額するもの、そしてある程度の期間、もう一つは負担金の納めるのを猶予す

るというこの３つの減免制度になっているわけでございます。 

  町長のほうからもお答えをさせていただきましたとおり、この免除に該当

させる場合の基準、それから減額の基準、そういったものがやはりそれぞれ

の市町村の基準というものがやっぱりある程度ばらばらになっておると。そ

の中でいろいろと研究した結果、やはり一つの例を挙げますと、例えば一部

負担金を免除する場合、この場合につきまして、幅が一番厳しいところ、厳

しいところはまず基準額が生活保護法による保護の基準に規定する基準生

活費、これが一つの算定の根拠になっておりまして、それの 1.1倍以下で

ある場合は免除するというのが一番厳しいところでございます。それから、

一番上限の免除の規定でありますと、調べた限りでは、その基準額に 1.2

倍以下の場合は免除というような形で、1.1から 1.2 というような幅がある



ということでございます。本町といたしましては、その 1.2、調べた限りでの

一番上の幅をとっているということでございます。 

  なおそれから、減額の基準につきましても、減額ができる場合、厳しいと

ころでは 1.1から 1.2の間、この場合は減額をしますよというところがござ

います。そして、一番有利に考えているところは 1.3 というところがございま

す。本町におきましては、1.2以下につきましては、1.2倍ということですが、

1.2倍以下につきましては免除、1.3倍以下につきましては５割を減額をす

ると、そして1.3を超えて、なおかつ一部負担金のプラスアルファした分、そ

の分に足りないような場合には徴収の猶予を行うというような規定にしたと

いうことでございます。 

  以上でございます。 

〇柳 勝次議長 最後に、岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 入学準備金についてですけれども、前回お話しいただい

たときに話した内容が、対象になる、これ古い数字ですけれども、去年の数

字ですけれども、母子家庭で 149、それで父子が５、合計 154、それで母子

のほうのお子さんが 209名、父子が７名、それで合計 216名ということで、

この中で入学という話になったわけです。それで、そういう資料を参考にして

内部検討をしてきて、それで今お話しのように、県の制度では６人ということ

で今答弁させていただいた内容でございます。ただ、このほかに準要保護と

いう別の、ひとり親ということではないのですけれども、経済的な困難な、経



済的な理由によって就学困難なという経済的な弱者というか、そういうもの

について、入学準備金、小学生の場合に１万 9,900円、中学では２万

2,900 円、こういうランドセルだとか、自転車だとかのものになりはしないか。

それから、そのほかに特別支援教育就学奨励費、こういうものもありまして、

これは特別支援教育への就学ということで、保護者の経済的な負担を軽くし、

特別支援教育の振興を図るということで、これも入学準備金、小学生には

9,950円、中学には１万 1,450円、こういうようなものもあるわけでありま

して、それらを勘案をして、当面は現状のままでいきましょうという結論を出

したという経過でございます。 

〇柳 勝次議長 清水正之議員。 

〇10番（清水正之議員） そうしますと、さっき今お話をしましたけれども、そ

の部分で嵐山町のひとり親家庭は全部救えるわけですか。恐らく救えない

のだと思います。その部分で全部救えればいいです。では、そういう部分に

該当しなかった人については、ひとり親でそういう部分に該当しない人が出

た場合には、何を町はしてくれるわけですか。そういう人たちには、いずれ

にしたって、とりわけ母子家庭の所得なんていうのは、ましてや子供が小さ

いということになると、仕事そのものも限られます。そういう中で、今町長が

お話したような中で、すべての嵐山町の母子家庭の人たちが、あるいは父

子家庭の人たちが救えるということであれば、私はこういう要求はしません。

それは全部、課長、その部分で全部救えるわけですか。まず、それを聞きた



いというふうに思います。もし、では救えないのであれば、町長、それを救う

手だてを考えるお考えはあるでしょうか。まず、それを聞きたいというふうに

思います。 

  ２つ目は、一部負担金の軽減ですけれども、ではいつの診療から該当を

させるのか。いずれにしても、免除や軽減や猶予が 10月の報道に載るとい

うことなのですけれども、ではそれの診療はいつから、いつの診療から町の

要綱として該当させるのか。先ほどの課長の話ですと、要綱の不備はあっ

たにしても、前からあったのだというお話ですけれども、だとすれば、さかの

ぼってでもそれを該当させるということになるのか、あるいは新たな要綱が

整備ができた時点で該当させるというのであれば、10月診療になるのか、

11月の診療になるのか、その辺はどういうふうになるわけでしょう。 

〇柳 勝次議長 それでは、答弁を求めます。 

  小林こども課長。 

〇小林一好教育委員会こども課長 先ほど町長のほうから答弁させていた

だきました準要保護の援助制度、そして特別支援教育の就学奨励費の関

係でございます。これで救えるとか救えないとかということではなくて、網羅

をしているかということになりますと、すべて網羅はしていないというふうに

考えるところでございます。 

  以上です。 

          〔何事か言う人あり〕 



〇柳 勝次議長 網羅していない。どうぞ。 

〇小林一好教育委員会こども課長 この中で網羅している人も、入っている

方もいるかもしれませんけれども、入っていない方もあり得るということでご

理解いただきたいというふうに思います。 

  以上です。 

〇柳 勝次議長 続いて、中嶋町民課長。 

〇中嶋秀雄町民課長 お答えをさせていただきます。 

  この要綱につきましては、10月１日施行という形で考えておりまして、そ

の基準につきましては認定後ということになりますので、10月、例えば申請

がありまして、認定された場合には、そこからの医療費が対象になるという

ふうに考えております。 

〇柳 勝次議長 最後に、岩澤町長。 

〇岩澤 勝町長 ひとり親家庭が、今言った準要保護、あるいはそのほか

のことで救えるのかということでございます。逆に、どういうふうにしたら救え

て、どこまでが救えないのかということになってくるわけです。そうでしょう。

それで、この要保護、準要保護というのは国で決めた最後のセーフティーネ

ットなのです。それを国の基準がだんだん上がってきているわけですけれど

も、それがセーフティーネットになっているわけです。それで、各市町村では、

その上をどうするかということであるわけですので、救えるのかと言われると、

国では救えると思ってこれをやっているわけですので、と思いますので、救



えるのではないかというふうに思っています。ただ、それが十分かどうかとい

うのは、十分かどうかというのはそれは全部判断が違うと思うのです。これ

だけもらったって全然足りないやというのと、いや、ありがたいですよ、これ

だけあればどうにかやりくりできますよということがあると思うのですけれど

も、セーフティーネットというのはそういうものではないかと。それで、この中

の準要保護ではこういうふうになっていますということを言わせていただい

たわけで、答弁になるかどうか。そういうことでございます。 

〇柳 勝次議長 どうもご苦労さまでした。 

  以上で一般質問を終わります。 

 

    ◎散会の宣告 

〇柳 勝次議長 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

                             （午後 ４時１７分） 


